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Yiqiejing yuan pinci lu 一切經源品次錄：

The Rediscovery of the Text of the First Korean Canon Edition and its Significances

Chi Limei

The catalogue of Buddhist texts in China started with the Zongli zhongjing mulu 綜

理眾經目錄 by Daoan道安 (314-385). Following the appearance of the Chu sanzang jiji出

三藏記集 in the early six century and other catalogues in the Sui and early Tang dynasties,

in Kaiyuan 18 of the Tang (730) the Kaiyuan sijiao lu開元釋教録 of twenty fascicles was

compiled by Zhisheng 智昇 (d.u.) at Xichongfu si 西崇福寺, and has since become the

standard of later catalogues of Buddhist texts. During the reigns of Xuanzong (r. 712-756),

Suzong (r. 756-762), Daizong (r. 762-779), and Dezong (r. 779-805) of the mid- Tang,

Buddhist texts translated by Amoghavajra (705-774) and others were newly added to the

Buddhist canon. In Zhenyuan 11 (755), Yuanzhao 圓照 (718?-799?) at Ximing si 西明寺

completed the Zhenyuan xu Kaiyuan sijiao lu 貞元續開元釋教録 of three fascicles, and then

in Zhenyuan 16 (800) he submitted (to the court) the Zhenyuan xinding sijiao mulu 貞元新

定釋教目録 of thirty fascicles. Afterwards, from Dazhong 9 (855) to Xiantong 1 (860),

based on the “Ruzang lu 入藏錄” (Register of the texts actually taken in the canon) of the

Zhenyuan lu, Vanaya master Congfan從梵 (d. u.) in Zhaojun趙郡 compiled the Yiqiejing

yuan pinci lu 一切経源品次録 of thirty fascicles.

People have come to know in recent years that there is the twentieth fascicle of the

Xinzuan Yiqiejing yuan pinci lu 新纘一切經源品次録 of the first Korean canon edition in the

National Museum of Korea, and that it is the only extant text of the Pinci lu. This paper

first re-examines early studies of the jinglu 經錄 (the catalogue of Buddhist texts), a genre

to which the Yiqiejing yuan pinci lu belongs. Then it turns attention to the twentieth

fascicle of the Xinzuan Yiqiejing yuan pinci lu of the first Korean canon edition and,

through the analysis of its contents, reveals the relationship of the Pinci lu with the Khitan

canon and its influence on the Korea canon via the Korean canon.
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は
じ
め
に

中
国
に
お
け
る
仏
教
経
典
目
録
（
経
録
）
作
成
の
始
ま
り
は
、
道
安
（
三
一
四
〜
三
八
五

年
）
の
『
綜
理
衆
経
目
録
』（
佚
書
）
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、
六
世
紀
初
め
の
『
出
三
蔵

記
集
』（
現
存
最
古
の
経
録
）、
隋
や
唐
代
初
期
の
諸
経
録
を
経
て
、
唐
開
元
十
八
年
（
七
三

〇
）
頃
、『
開
元
釈
教
録
』
二
十
巻
（
以
下
、『
開
元
録
』
と
略
称
す
る
）
が
西
崇
福
寺
の
智

昇
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
こ
れ
が
後
世
の
経
録
の
基
準
と
な
っ
た
。
同
録
の
巻
十
九
と
巻

二
十
に
所
収
の
「
入
蔵
録
」（
以
下
、「
開
元
入
蔵
録
」
と
略
称
す
る
）
が
漢
文
大
蔵
経
の
経

典
収
録
に
関
わ
る
規
範
を
確
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
開
元
入
蔵
録
」
に
著
録
さ
れ
る

四
百
八
十
帙
・
千
七
十
六
部
・
五
千
四
十
八
巻
に
及
ぶ
経
典
は
、
後
世
に
至
る
ま
で
そ
の

漢
文
大
蔵
経
の
正
蔵
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
開
元

録
』
の
成
立
後
ま
も
な
く
長
安
華
厳
寺
の
玄
逸
は
「
開
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
い
て
『
大
唐

開
元
釈
教
広
品
歴
章
』
三
十
巻
（
以
下
、『
開
元
広
品
歴
章
』
と
略
称
す
る
）
を
編
纂
し
た
。

唐
代
中
期
の
玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
・
徳
宗
の
時
代
に
は
不
空
ら
が
翻
訳
し
た
仏
典
等
が

新
た
に
大
蔵
経
に
加
わ
っ
た
。
そ
こ
で
、
西
明
寺
の
円
照
は
貞
元
十
一
年
（
七
九
五
）
に

『
貞
元
続
開
元
釈
教
録
』
三
巻
（
以
下
、『
続
開
元
録
』
と
略
称
す
る
）
を
完
成
さ
せ
、
続
い

て
貞
元
十
六
年
（
八
〇
〇
）
に
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
三
十
巻
（
以
下
、『
貞
元
録
』
と
略

称
す
る
）
を
進
上
し
た
。
更
に
、
趙
郡
の
業
律
沙
門
従
梵
が
唐
大
中
九
年
（
八
五
五
）
か

ら
咸
通
元
年
（
八
六
〇
）
に
か
け
て
、『
貞
元
録
』
の
「
入
蔵
録
」（
以
下
、「
貞
元
入
蔵
録
」

と
略
称
す
る
）
に
基
づ
い
て
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
を
編
纂
し
た
、
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
最
後
に
、
五
代
の
南
唐
保
大
四
年
（
九
四
六
）
十
一
月
、
報
恩
禅
院
の
恒
安
が

『
続
新
訳
貞
元
釈
教
録
』
一
巻
（
以
下
、『
続
貞
元
録
』
と
略
称
す
る
）
を
進
上
す
る
。
こ
の

時
代
に
造
ら
れ
た
経
録
は
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
『
開
元
録
』

以
後
に
入
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
続
蔵
部
分
に
収
録
さ
れ
る
経
典
の
訳
出
・
入

蔵
の
経
緯
を
記
録
し
、
あ
わ
せ
て
巻
数
・
分
量
（
紙
数
)・
配
列
順
序
を
取
り
決
め
る
こ

と
を
主
眼
と
し
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
北
宋
代
に
な
る
と
、
伝
法
院
か
ら
新
訳
経
典
が
続
々
と
訳
出
さ
れ
る
に
連
れ
て
、

数
度
に
わ
た
っ
て
経
録
が
製
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
経
録

と
し
て
、
趙
安
仁
監
修
、
楊
億
・
惟
浄
編
『
大
宋
大
中
祥
符
法
宝
録
』
二
十
二
巻
、
惟
浄

編
・
夏
竦
潤
文
『
天
聖
釈
教
総
録
』
三
巻
（
以
下
、『
天
聖
総
録
』
と
略
称
す
る
）、
呂
夷

簡
・
宋
綬
編
『
景
祐
新
修
法
宝
目
録
』
二
十
一
巻
の
三
種
類
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
開
宝
蔵
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関
連
の
経
録
で
あ
る
。
但
し
、
北
宋
の
開
宝
四
年
（
九
七
一
）
に
開
板
さ
れ
た
史
上
初
の

木
版
大
蔵
経
で
あ
る
開
宝
蔵
の
正
蔵
部
分
は
、
原
則
と
し
て
「
開
元
入
蔵
録
」
に
従
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
北
宋
の
経
録
が
担
う
こ
と
に
な
る
最
も
重
要
な
役
割
は
、
北
宋
新
訳

経
典
の
翻
訳
・
進
上
・
入
蔵
の
経
緯
を
記
録
し
、
あ
わ
せ
て
唐
代
中
期
の
四
朝
訳
経
と
北

宋
新
訳
経
典
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
続
蔵
部
分
の
収
録
内
容
と
そ
の
配
列
順
序
を
定
め
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
に
概
観
し
た
諸
経
録
の
中
、『
開
元
録
』
に
至
る
ま
で
は
歴
代
の
刊
本
大
蔵
経

（
正
蔵
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
に
成
立
し
た
経
録
の
収
録
状
況
は
だ
い
ぶ

異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
貞
元
録
』
は
高
麗
初
雕
蔵
本
（
十
六
巻
現
存
)・
高
麗
再
雕

蔵
本
（
全
巻
現
存
）
の
他
に
は
日
本
の
写
本
一
切
経
に
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

『
続
開
元
録
』
は
高
麗
再
雕
蔵
本
と
金
蔵
本
の
二
種
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、『
続
貞
元

録
』
は
高
麗
再
雕
蔵
に
だ
け
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
外
、
金
蔵
に
は
唐
代
成
立
の
『
開
元

広
品
歴
章
』（
全
三
十
巻
の
中
、
十
四
巻
が
現
存
）
を
は
じ
め
、
北
宋
の
『
大
宋
大
中
祥
符

法
宝
録
』（
全
二
十
二
巻
の
中
、
六
巻
が
現
存
）、『
天
聖
総
録
』（
全
三
巻
中
の
二
巻
現
存
）、

『
景
祐
新
修
法
宝
目
録
』（
全
二
十
一
巻
の
中
、
十
四
巻
が
現
存
）
が
伝
存
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
録
は
テ
キ
ス
ト
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
日
ま
で
あ
る
程
度
研
究

さ
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
。
た
だ
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
い
う
経
録
は
、
咸
通
元
年

（
八
六
〇
）
に
従
梵
が
「
貞
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
い
て
編
纂
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
程
度
で
あ
り
、
ほ
ぼ
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
言
わ
ば
幻
の
経
録
で
あ
る
。
近
年
、

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
に
高
麗
初
雕
藏
本
『
新
纘
一
切
経
源
品
次
録
』
巻
二
十
が
収
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
巻
二
十
が
『
一
切
経
源
品
次
録
』

の
現
存
す
る
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
い
う
経
録
に
関
す
る
従
来
の
議
論

を
再
検
討
し
、
更
に
は
高
麗
初
雕
蔵
本
『
新
纘
一
切
経
源
品
次
録
』
巻
二
十
に
注
目
し
、

同
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
分
析
を
通
じ
て
、
同
録
と
契
丹
蔵
と
の
関
係
、
そ
し
て
契
丹
蔵
を

経
由
す
る
こ
と
で
高
麗
蔵
に
及
ぼ
さ
れ
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

『一
切
経
源
品
次
録
』
に
関
す
る
議
論
と
問
題
の
所
在

趙
城
金
蔵
の
発
見
が
一
九
三
四
年
に
知
ら
さ
れ
る
と
間
も
な
く
し
て
、
横
超
慧
日
﹇
一

九
三
五
﹈「
新
出
金
版
蔵
経
を
見
て(1)」
と
塚
本
善
隆
﹇
一
九
三
六
↓
一
九
七
五
﹈「
仏
教
史

料
と
し
て
の
金
刻
大
蔵
経
袞
特
に
北
宋
釈
教
目
録
と
唐
・
遼
の
唯
識
宗
関
係
章
疏
に
つ
い

て(2)袞
」
な
ど
が
公
表
さ
れ
た
。
両
氏
は
共
に
趙
城
金
蔵
に
含
ま
れ
て
い
る
経
録
類
の
稀
覯

本
に
注
目
し
て
い
る
が
、
金
蔵
本
『
天
聖
総
録
』
下
冊
に
見
え
る
「
広
品
歴
章
三
十
巻
」

と
い
う
書
名
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
対
立
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。

横
超
氏
は
、『
天
聖
総
録
』
に
見
え
る
「
広
品
歴
章
三
十
巻
」
と
『
至
元
法
宝
勘
同
総

録
』
で
言
う
「
広
品
歴
章
三
十
巻
沙
門
玄
逸
撰
」、
そ
し
て
金
蔵
本
『
大
唐
開
元
釈
教
広

品
歴
章
』
の
三
者
は
同
じ
著
作
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
塚
本
氏
は
、『
天
聖
総
録
』
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「『
広
品
歴
章
』
三
十
巻
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
広
勝
寺
金
蔵
中
に
見

出
さ
れ
た
玄
逸
の
『
広
品
歴
章
』
な
り
と
断
定
す
る
に
は
躊
躇
す
る
の
み
な
ら
ず
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
あ
て
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
従
梵
録

が
存
せ
ぬ
し
、
か
つ
従
梵
録
の
本
名
が
『
広
品
歴
章
』
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
も
な
い
か

ら
、
断
定
は
保
留
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
一
一
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

塚
本
氏
が
『
天
聖
総
録
』
で
言
う
「
広
品
歴
章
」
を
実
際
に
趙
城
金
蔵
か
ら
見
つ
か
っ

た
『
大
唐
開
元
釈
教
広
品
歴
章
』
と
は
同
一
視
せ
ず
、
敢
え
て
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次

録
』
に
当
て
る
こ
と
を
着
想
し
た
き
っ
か
け
は
、『
天
聖
総
録
』
が
「
広
品
歴
章
」
に
対
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し
て
加
え
た
注
記
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
当
該
注
記
に
触
れ
る
前
に
、
ひ
と
ま
ず
『
天
聖
総

録
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。

『天
聖
総
録
』
は
北
宋
伝
法
院
の
三
蔵
惟
浄
が
仁
宗
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七
）
に
完
成
さ

せ
た
北
宋
最
初
の
「
総
合
入
蔵
録
」
で
あ
る
。
は
じ
め
は
、
天
聖
四
年
（
一
〇
二
六
）
十

二
月
に
惟
浄
ら
が
、
智
昇
の
『
開
元
録
』
と
円
照
の
『
続
開
元
録
』
及
び
『
貞
元
録
』
と

い
う
従
来
の
大
蔵
経
三
録
、
そ
し
て
北
宋
成
立
の
大
蔵
経
録
を
統
合
し
、
一
つ
の
総
録
と

し
て
ま
と
め
た
い
、
と
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
承
認
さ
れ
た
の
で
、
惟
浄
は
上
掲
の
三
録
を

統
合
し
、
そ
の
後
に
北
宋
新
訳
の
経
律
論
・
西
方
聖
賢
集
伝
・
東
土
聖
賢
集
伝
を
繫
げ
て
、

全
体
と
し
て
六
百
二
帙
・
六
千
一
百
九
十
七
巻
に
上
る
大
蔵
経
の
総
合
目
録
全
三
巻
を
完

成
さ
せ
た(3)。
翌
天
聖
五
年
四
月
頃
に
進
上
す
る
と
、
仁
宗
は
潤
文
官
・
翰
林
学
士
夏
竦
に

命
じ
て
序
文
を
撰
述
さ
せ
、
ま
た
「
天
聖
釈
教
総
録
」
と
い
う
書
名
を
下
賜
し
た
。

『天
聖
総
録
』
三
巻
は
、
北
宋
時
代
か
ら
折
本
装
で
、
全
三
帖
（
三
冊
）
か
ら
な
る(4
)。

現
存
す
る
唯
一
の
金
蔵
本
『
天
聖
総
録(5)』
は
、
上
冊
が
欠
本
で
、
中
冊
は
首
尾
と
も
に
欠

損
、
下
冊
は
首
欠
に
な
っ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
部
分
に
即
し
て
言
え
ば
、
中
冊
は
開

宝
正
蔵
（「
開
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
く
）、
下
冊
は
開
宝
続
蔵
に
属
す
る
諸
典
籍
を
著
録
し
て

い
る
。『
天
聖
総
録
』
下
冊
が
著
録
す
る
「
開
宝
続
蔵
」
は
中
唐
四
朝
の
訳
経
、
大
中
祥

符
五
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
ま
で
の
北
宋
入
蔵
典
籍
、
そ
し
て
同
年
五
月
か
ら
天
聖
三
年

（
一
〇
二
五
）
頃
ま
で
に
新
た
に
漢
訳
さ
れ
た
北
宋
訳
経
と
い
う
三
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
中
で
、
中
唐
四
朝
の
訳
経
と
は
す
な
わ
ち
『
続
開
元
録
』
所
収
の
唐
代
の
玄
宗
・

粛
宗
・
代
宗
・
徳
宗
の
四
朝
で
翻
訳
さ
れ
た
仏
典
「
二
百
四
十
二
巻
経
論
及
念
誦
法
」
で

あ
り
、
計
二
十
四
帙
（
輦
五
〇
八
帙
〜
伊
五
三
一
帙
）
に
な
る
。
こ
の
部
分
の
冒
頭
に
、
更

に
「
広
品
歴
章
三
十
巻
三
帙
」
と
「
大
唐
正
元
続
開
元
釈
教
録
」
三
巻
（
す
な
わ
ち
『
続

開
元
録
』）
に
著
録
さ
れ
て
い
る
計
三
十
三
巻
・
三
帙
（
高
五
〇
五
帙
・
冠
五
〇
六
帙
・
陪
五

〇
七
帙
）
を
加
え
れ
ば
、
全
体
と
し
て
百
二
十
七
部
・
二
百
七
十
五
巻
・
二
十
七
帙
（
高

五
〇
五
帙
〜
伊
五
三
一
帙
）
と
な
る
。『
天
聖
総
録
』
下
冊
の
冒
頭
箇
所
を
示
す
と
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

『広
品
歴
章
』
三
十
巻
三
帙
（
亦
名
『
一
切
経
源
□
次
録
』。『
正
元
録
』
中
収
入
計
数
、

紀
述
源
由
、
具
如
本
録
。）

第
一
帙
十
巻
高
字
号

第
二
帙
十
巻
冠
字
号

第
三
帙
十
巻
陪
字
号

『大
唐
正
元
続
開
元
釈
教
録
』
三

『品
歴
章
』
同
第
三
帙

二
百
四
十
二
巻
経
論
及
念
誦
法
見
行
入
蔵
者

已
上
三
項
、
緫
二
百
七
十
五
巻
、
逐
一
函
帙
字
号
・
巻
数
列
之
于
左(6
)。（

下
線
・
句
読

点
等
は
、
筆
者
）

横
超
、
塚
本
両
氏
の
議
論
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
は
、
上
掲
の
「『
広
品
歴
章
』
三
十

巻
三
帙
」
と
い
う
本
文
の
記
載
内
容
と
そ
の
直
後
に
現
れ
る
「
亦
名
『
一
切
経
源
□
次

録
』。『
正
元
録
』
中
収
入
計
数
、
紀
述
源
由
、
具
如
本
録
」
と
い
う
小
字
注
記
と
の
齟
齬

で
あ
る
。
上
掲
の
引
用
文
そ
の
も
の
を
見
る
と
、「『
広
品
歴
章
』
三
十
巻
」
と
「『
一
切

経
源
□
次
録
』」
と
は
あ
た
か
も
同
じ
書
物
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
両
書
は
、
成
立
し
た
時
代
も
、
著
者
も
、
ま
た
内
容
も
全
く
異
な
る
経
録
な
の
で
あ

る
。ま

ず
、『
広
品
歴
章
』
は
唐
長
安
の
華
厳
寺
僧
玄
逸
の
撰
述
で
あ
る
。『
宋
高
僧
伝
』
巻

五
所
収
の
「
唐
京
兆
華
厳
寺
玄
逸
伝
」
は
、
玄
逸
は
『
釈
教
広
品
暦
章
』
三
十
巻
を
撰
述
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し
、
大
小
乗
経
律
論
並
び
に
東
西
土
賢
聖
集
、
計
千
八
十
部
の
典
籍
を
考
証
し
、
蒲
州
と

共
城
の
紙
に
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
典
籍
の
品
次
・
分
量
を
明
示
し
て
後
世
に
伝

え
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
完
成
後
に
楽
陵
の
尹
霊
琛
が
序
文
（
逸
失
）
を
寄
せ
た
、
と
伝

え
る(7)。
玄
逸
は
竇
氏
の
出
身
で
、
玄
宗
の
「
従
外
父(8)」
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、

唐
睿
宗
李
旦
の
妃
（
竇
徳
妃
、
？
〜
六
九
三
年
。
後
に
昭
成
順
聖
皇
后
と
追
尊
さ
れ
る
）
す
な

わ
ち
玄
宗
李
隆
基
に
と
っ
て
は
実
母
と
な
る
、
竇
徳
妃
の
兄
弟
で
あ
っ
た
。
玄
逸
の
生
存

年
代
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
出
自
か
ら
す
れ
ば
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
前

半
に
か
け
て
生
き
た
人
物
で
あ
ろ
う
。

玄
逸
伝
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
釈
教
広
品
暦
章
』
三
十
巻
と
い
う
著
作
は
、
不
完

全
な
が
ら
も
趙
城
金
蔵
に
伝
存
し
て
い
る
。
金
蔵
本
の
書
名
は
『
大
唐
開
元
釈
教
広
品
歴

章
』（『
開
元
広
品
歴
章
』）
で
あ
り
、
全
三
十
巻
の
中
、
十
四
巻
が
現
存
し
て
い
る
。
金
蔵

本
の
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
書
は
「
開
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ

た
詳
録
で
あ
る
。
す
る
と
、
同
書
の
成
立
年
代
は
『
開
元
釈
教
録
』（
七
三
〇
年
）
以
前
に

は
遡
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
開
元
広
品
歴
章
』
は
「
開
元
入
蔵
録
」
に
拠
る
詳
録

で
あ
る
か
ら
、『
天
聖
総
録
』
の
注
記
に
見
え
る
「『
正
（
貞
）
元
録
』
中
収
入
計
数
」

云
々
と
い
う
記
述
は
不
可
解
で
あ
る
し
、
ま
た
玄
逸
の
生
存
年
代
か
ら
し
て
も
、
彼
が

『
貞
元
録
』（
八
〇
〇
年
）
を
参
照
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

で
は
、『
天
聖
総
録
』
の
注
記
に
見
え
る
「
一
切
経
源
□
次
録
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う

か
。
五
代
南
唐
の
恒
安
撰
『
続
貞
元
録
』
巻
一
は
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
は
趙

郡
の
業
律
沙
門
従
梵
が
唐
宣
宗
大
中
九
年
（
八
五
五
）
か
ら
懿
宗
咸
通
元
年
（
八
六
〇
）
に

か
け
て
「
貞
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
い
て
撰
述
し
た
、
と
言
う(9)。
す
る
と
、『
天
聖
総
録
』

の
注
記
内
容
（「『
一
切
経
源
□
次
録
』。『
正
（
貞
）
元
録
』
中
収
入
計
数
、
紀
述
源
由
」）
は
、

そ
れ
が
注
記
の
対
象
と
し
て
い
る
『
開
元
広
品
歴
章
』
と
は
実
際
に
は
無
関
係
で
あ
り
、

む
し
ろ
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
関
す
る
解
説
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
大
き

な
齟
齬
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、『
天
聖
総
録
』
下
冊
の
こ
の
箇
所
に
は
、「
広

品
歴
章
」
す
な
わ
ち
『
開
元
広
品
歴
章
』
が
挙
げ
て
あ
る
の
に
、
何
ら
か
の
理
由
で
『
一

切
経
源
品
次
録
』
に
対
す
る
注
記
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
本
来
は
注
記

の
前
に
『
一
切
経
源
品
次
録
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
は
ず
が
、「
広
品
歴
章
」
と
記
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
、
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
塚
本
善
隆
氏
は
注
記
の
内
容
に
信
頼
を
置
い
て
、『
天
聖
総
録
』

で
は
書
名
こ
そ
「
広
品
歴
章
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
来
は
「
一
切
経
源
品
次

録
」
と
い
う
書
名
が
配
さ
れ
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
、
と
す
る
。
同
氏
は
自
ら
の
見
解
を
裏

付
け
る
た
め
に
『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』
巻
三
十
及
び
「
大
金
国
西
京
大
華
厳
寺

重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
と
い
う
二
つ
の
論
拠
を
示
し
て
い
る
。
前
者
の
『
校
正
別
録
』
の
関

連
記
述
に
拠
っ
て
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
は
北
宋
官
版
大
蔵
経
に
編
入
さ
れ
て
い

た
と
推
測
し
、
後
者
の
「
薄
伽
蔵
経
記
」
の
内
容
に
基
づ
い
て
同
録
が
「
重
要
な
大
蔵
目

録
と
し
て
、
遼
の
領
土
と
な
っ
て
い
た
北
中
国
地
方
の
仏
教
徒
に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と

述
べ
、「
か
く
の
如
く
趙
郡
（
河
北
省
）
の
従
梵
の
録
が
、
北
宋
時
代
に
行
わ
れ
た
事
実
が

あ
る
の
に
対
し
、
玄
逸
の
録
は
、
わ
が
智
証
大
師
に
よ
っ
て
将
来
せ
ら
れ
て
い
る
外
に
、

こ
の
書
が
行
わ
れ
た
記
録
が
な
い
」（
一
一
四
頁
）
と
総
括
し
て
い
る
。
塚
本
氏
は
こ
の
よ

う
な
流
布
状
況
を
踏
ま
え
て
、
最
終
的
に
『
天
聖
総
録
』
下
冊
に
挙
げ
ら
れ
た
「
広
品
歴

章
」
と
い
う
書
物
が
金
蔵
本
『
開
元
広
品
歴
章
』
で
あ
る
可
能
性
を
退
け
、
こ
れ
に
は
従

梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
こ
の
仮
説
は
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
塚
本
氏
の
仮
説
を
検
証
し
て
い
く
が
、
あ
わ
せ
て
『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別

録
』
と
「
大
金
国
西
京
大
華
厳
寺
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
と
い
う
二
つ
の
文
献
の
関
連
箇
所
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を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
い
う
書
物
の
性
格
・
流

布
の
地
域
、
そ
し
て
同
書
が
基
づ
く
大
蔵
経
と
契
丹
蔵
と
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
い
。

二

『一
切
経
源
品
次
録
』
は
開
宝
蔵
に
編
入
さ
れ
た
の
か

守
其
等
編
『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』（
一
二
四
六
〜
一
二
四
七
年
に
奉
勅
雕
造
、
全

三
十
巻
。
以
下
、『
校
正
別
録
』
と
略
称
す
る
）
の
巻
三
十
に
、
以
下
の
記
述
が
見
え
る
。

俊
（
五
六
一
)・
乂
（
五
六
二
)・
密
（
五
六
三
）
函

右
三
函
中
、
国
本
有
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
、
沙
門
従
梵
撰
者
。
今
検
、
但

是
標
挙
諸
経
巻
中
首
尾
之
言
、
於
看
覧
蔵
経
者
、
所
益
無
幾
。
今
且
除
之
、
以
新
撰

『
校
正
別
録
』
三
十
巻
、
編
其
函
焉
。（
千
字
文
の
該
当
番
号
・
下
線
・
句
読
点
等
は
、

筆
者
）

こ
れ
は
、
高
麗
再
雕
蔵
の
最
後
の
部
分
に
当
た
る
俊
五
六
一
函
・
乂
五
六
二
函
・
密
五
六

三
函
が
収
め
る
典
籍
に
つ
い
て
、
守
其
が
率
い
る
編
集
チ
ー
ム
が
下
し
た
判
断
と
そ
の
理

由
を
示
す
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
国
本
」
に
お
け
る
当
該
の
三
函
に

は
沙
門
従
梵
が
撰
し
た
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
と
い
う
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
同
書
は
大
蔵
経
所
収
の
仏
典
の
巻
首
と
巻
末
の
文
言
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
大
蔵
経
の
閲
覧
者
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
、
と
判
断
し
た
。
そ
こ

で
、
高
麗
再
雕
蔵
の
俊
五
六
一
函
・
乂
五
六
二
函
・
密
五
六
三
函
に
は
『
一
切
経
源
品
次

録
』
の
代
わ
り
に
、
再
雕
蔵
の
編
集
チ
ー
ム
一
同
が
ま
と
め
上
げ
た
『
校
正
別
録
』
三
十

巻
（
す
な
わ
ち
『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』
三
十
巻
）
を
新
た
に
収
め
る
こ
と
に
し
た
、

と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
文
は
塚
本
善
隆
﹇
一
九
三
六
↓
一
九
七
五
﹈（
一
一
三
頁
）
に
も
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
た
だ
、
下
線
部
分
の
理
解
に
お
い
て
、
同
氏
と
筆
者
と
で
は
見
解
を
異
に
す
る
。

同
氏
が
加
え
た
読
点
を
、
以
下
に
示
す
。

右
三
函
、
中
国
本
有
一
切
経
源
品
次
録
三
十
巻
、
沙
門
従
梵
撰
者
（
下
略
）

こ
の
読
み
方
か
ら
推
測
す
る
に
、
塚
本
氏
は
「
中
国
本
」
と
い
う
一
語
と
し
て
理
解
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
上
で
、
同
録
が
「
北
宋
の
大
蔵
経
中
に
編
入
せ
ら
れ
て
い

た
」（
一
一
三
頁
）、
ま
た
「
主
と
し
て
北
宋
官
版
大
蔵
経
を
底
本
に
し
て
雕
造
せ
ら
れ
た

高
麗
版
大
蔵
経
に
は
、
も
と
従
梵
の
録
が
編
入
さ
れ
て
い
た
」（
一
一
三
頁
）
と
推
測
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同
氏
の
言
う
「
北
宋
の
大
蔵
経
」
と
は
開
宝
蔵
以
外
は
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
、
開
宝
蔵
に
は
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
果
た
し
て
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
引
用
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
『
校
正
別
録
』
の
該
当
箇
所
は
「
右
三
函

中
、
国
本
有
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
、
沙
門
従
梵
撰
者
」
と
区
切
り
、「
右
の
三

函
の
中
に
、
国
本
は
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
、
沙
門
従
梵
撰
の
書
物
を
収
録
し
て

い
る
」
と
解
釈
す
べ
き
、
と
考
え
る
。「
国
本
」
と
は
『
校
正
別
録
』
に
は
よ
く
現
れ
る

固
有
名
詞
で
、
高
麗
初
雕
蔵
本
（
国
前
本
・
国
後
本
に
分
け
る
場
合
も
、
稀
な
が
ら
見
ら
れ

る
）
を
指
す
表
現
で
あ
る
。
一
方
、
契
丹
蔵
本
は
「
丹
本
」、
開
宝
蔵
本
は
「
宋
本
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
が
、「
中
国
本
」
と
い
う
呼
び
方
は
一
例
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
、「
俊
・
乂
・
密
」
三
函
の
関
連
記
述
を
吟
味
す
る
と
、
高
麗
初
雕
蔵
の
当
該
三

函
に
『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
が
、
丹
本
（
契

丹
蔵
）
と
宋
本
（
開
宝
蔵
本
）
の
収
録
状
況
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

高
麗
の
初
雕
蔵
も
、
再
雕
蔵
も
、
原
則
と
し
て
開
宝
蔵
を
底
本
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
高
麗
文
宗
十
七
年
（
一
〇
六
三
）
か
ら
睿
宗
十
七
年
（
一
一
二
二
）
ま
で
の
間
に
契

（ 29 ）



丹
蔵
は
少
な
く
と
も
六
回
に
わ
た
り
高
麗
に
伝
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
契
丹
蔵
の

伝
来
が
高
麗
初
雕
蔵
の
続
刻
、
そ
し
て
再
雕
蔵
の
雕
造
に
与
え
た
影
響
も
併
せ
て
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
高
麗
初
雕
蔵
の
中
に
収
録
さ

れ
て
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
が
開
宝
蔵
に
も
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
同
じ
く
開
宝
蔵
を
底
本
と
す
る
金
蔵
の
中
に
『
一
切
経

源
品
次
録
』
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
『
開
元
広
品
歴
章
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
状

況
を
見
れ
ば
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
開
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は

高
い
の
で
あ
る
。『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
高
麗
初
雕
蔵
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
同
蔵
が
開
宝
蔵
所
収
の
『
開
元
広
品
歴
章
』
を
退
け
、
新
た
に
伝
来
し
た
契
丹
蔵

が
収
録
す
る
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
、
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
契
丹
蔵
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次

節
に
お
い
て
検
討
す
る
。

三

『一
切
経
源
品
次
録
』
と
契
丹
蔵

山
西
大
同
の
大
華
厳
寺
は
遼
金
時
代
に
創
建
さ
れ
た
北
方
の
名
刹
で
あ
る
。
同
寺
に
は

「
薄
伽
蔵
」
と
い
う
経
蔵
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
殿
内
の
南
梁
か
ら
「
維
重
熙
七
年
歳
次

戊
寅
玖
月
甲
午
朔
拾
五
日
戊
申
午
時
建(10)」
と
い
う
墨
書
銘
文
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

遼
興
宗
重
熙
七
年
（
一
〇
三
八
）
九
月
十
五
日
に
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

現
在
、
大
華
厳
寺
の
境
内
に
は
金
大
定
二
年
（
一
一
六
二
）
に
建
立
さ
れ
た
石
碑
が
珍
蔵

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
両
面
に
わ
た
っ
て
「
大
金
国
西
京
大
華
厳
寺
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」

（
以
下
、「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
と
略
称
す
る
）
と
題
さ
れ
る
碑
文
が
細
字
で
刻
ま
れ
て
い
る(11)。

雲
中
段
子
卿
撰
と
さ
れ
る
「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
は
遼
末
金
初
に
お
け
る
大
華
厳
寺
の
復

興
、
薄
伽
蔵
の
補
修
事
業
に
つ
い
て
伝
え
て
お
り
、
大
華
厳
寺
の
盛
衰
を
中
心
と
す
る
金

代
仏
教
の
展
開
や
遼
官
版
大
蔵
経
「
契
丹
蔵
」（「
遼
蔵
」）
の
成
立
を
知
る
上
で
も
非
常

に
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

碑
文
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
二
つ
か
ら
な
る
。
前
半
は
「
薄
伽
蔵
教
者
、
乃
三
世
諸
仏
、

十
方
菩
薩
、
声
聞
羅
漢
、
一
切
聖
賢
言
行
之
総
録
也
」
と
い
う
文
で
始
ま
っ
て
お
り
、
大

蔵
経
の
歴
史
を
概
観
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
後
半
は
金
初
に
お
け
る
大
華
厳
寺
の
復

興
、
特
に
金
大
定
二
年
に
至
る
ま
で
の
薄
伽
蔵
教
の
補
修
事
業
の
全
容
を
伝
え
て
い
る
。

同
碑
文
の
中
に
、
以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

遂
使
都
城
郡
墎
、
山
方
蘭
若
、
凡
有
僧
尼
仏
像
之
所
、
往
往
聚
而
蔵
之
。
以
其
広
大

悉
備
、
故
謂
之
蔵
教
。
至
大
唐
咸
通
間
、
沙
門
従
梵
者
、
集
成
『
経
源
録
』、
以
紀

緒
之
。
其
巻
帙
品
目
、
首
末
次
第
、
若
網
在
綱
、
有
条
而
不
紊
、
可
使
後
人
易
為
簽

閲
爾
。
及
有
遼
重
熙
間
、
復
加
校
証
、
通
製
為
五
百
七
十
九
帙
、
則
有
太
保
大
師

『
入
蔵
録
』、
具
載
之
云
。
今
此
大
華
厳
寺
、
従
昔
以
来
、
亦
有
是
教
典
矣
。

こ
の
内
容
に
は
、
興
味
を
惹
か
れ
る
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
歴
代
の
数
あ
る
大
蔵

経
目
録
の
中
、
従
梵
の
『
経
源
録
』（『
一
切
経
源
品
次
録
』）
と
太
保
大
師
の
『
入
蔵
録
』

だ
け
に
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
録
が
北
方
地
域
に
広
く
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
遼
の
重
熙
年
間
に
太
保
大
師
と
い
う
人
物

が
既
存
の
目
録
を
ベ
ー
ス
に
「
復か
さ

ね
て
校
証
を
加
え
」、
従
前
の
大
蔵
経
と
通
算
（「
通

製
」）
し
て
総
計
五
百
七
十
九
帙
に
上
る
大
蔵
経
の
「
入
蔵
録
」
を
作
成
し
た
、
と
記
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
意
味
を
前
後
の
文
脈
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
唐
末
・
従

梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
ベ
ー
ス
と
し
、
そ
れ
を
校
正
し
、
増
補
し
た
も
の
が
、

遼
・
太
保
大
師
の
「
入
蔵
録
」
な
の
で
あ
る
、
と
理
解
で
き
よ
う
。

上
掲
引
用
文
の
中
に
見
え
る
遼
代
の
「
太
保
大
師
」
と
は
、
遼
燕
京
円
福
寺
崇
禄
大
夫
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検
挍
太
保
行
崇
禄
卿
総
秘
大
師
賜
紫
沙
門
覚
苑
に
他
な
ら
な
い
。
更
に
、「
五
百
七
十
九

帙
」
と
い
う
総
帙
数
の
遼
代
大
蔵
経(12)は
遼
官
版
大
蔵
経
、
す
な
わ
ち
契
丹
蔵
の
他
に
は
考

え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
覚
苑
撰
「
入
蔵
録
」
は
契
丹
蔵
全
体
の
目
録
で
あ
り
、
遼
金
時

代
の
大
華
厳
寺
「
薄
伽
蔵
」
に
伝
存
し
て
い
た
「
教
典
」
も
ま
た
契
丹
蔵
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
覚
苑
が
契
丹
蔵
の
雕
造
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
『
大
日
経
義
釈
演

密
鈔
』（
大
康
三
年
、
一
〇
七
七
年
成
立
）
巻
一
に
見
え
る
「
洎
我
大
遼
興
宗
御
宇
、
志
弘

蔵
教
、
欲
及
邇
遐
、
勑
尽
雕
鎪
（
鏤
）、
須
人
詳
勘
、
覚
苑
持
承
綸
旨
、
預
校
場
、
因
採

群
詮
、
訪
獲
斯
本
（
す
な
わ
ち
、『
大
日
経
義
釈
』）。
今
上
継
統
清
寧
五
年
（
一
〇
五
九
）、

勅
鏤
板
流
行
」
と
い
う
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
重
熙
年
間
（
一
〇
三
二
〜

一
〇
五
五
年
）
に
契
丹
蔵
の
全
蔵
五
百
七
十
九
帙
の
「
入
蔵
録
」
を
撰
述
し
、
こ
の
「
入

蔵
録
」
が
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
拠
り
所
と
し
た
こ
と
は
、「
重
修
薄
伽
蔵
教

記
」
だ
け
が
伝
え
て
い
る
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。

契
丹
蔵
は
全
体
と
し
て
五
百
七
十
九
帙
か
ら
な
る
が
、
そ
の
正
蔵
部
分
（
四
百
八
十
帙
）

が
基
づ
く
目
録
に
関
し
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
説
で
は
、
契
丹
蔵
の
正
蔵

四
百
八
十
帙
は
五
代
の
可
洪
撰
『
新
集
蔵
経
音
義
随
函
録
』（
以
下
、『
随
函
録
』
と
略
称
す

る
）
に
基
づ
い
て
編
ま
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
梅
﹇
一
九
九
六
﹈
が

現
存
す
る
契
丹
蔵
、
房
山
遼
金
石
経
と
『
随
函
録
』
の
三
者
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

千
字
文
帙
号
こ
そ
一
致
す
る
も
の
の
、
個
々
の
経
典
の
巻
数
・
訳
者
な
ど
に
は
多
く
の
違

い
が
認
め
ら
れ
た
。
更
に
、『
随
函
録
』
は
「
開
元
入
蔵
録
」
に
含
ま
れ
る
問
題
点
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
契
丹
蔵
・
房
山
遼
金
刻
経
で
は
全
く
生
か
さ
れ
て
い

な
い
。
従
っ
て
、
契
丹
蔵
と
房
山
遼
金
刻
経
が
『
随
函
録
』
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
た
と

は
考
え
難
い
、
と
言
う
。
た
だ
、
筆
者
は
、『
随
函
録
』
は
契
丹
蔵
の
入
蔵
録
で
は
な
い

が
、『
随
函
録
』
が
参
照
し
た
十
世
紀
の
前
半
期
ま
で
河
中
地
域
に
伝
存
し
て
い
た
写
本

大
蔵
経
と
契
丹
蔵
が
底
本
と
し
て
採
用
し
た
写
本
大
蔵
経
は
系
統
が
非
常
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
契
丹
蔵
の
続
蔵
部
分
の
入
蔵
録
と
し
て
、
二
つ
の
経
録
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
一
つ
は
、
遼
聖
宗
統
和
年
間
（
九
八
三
〜
九
九
七
年
）
の
義
学
沙
門
詮
暁
等
が
修
訂

し
た
『
重
修
貞
元
続
録
』
三
巻(13)で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
が
伝
え
て

い
る
覚
苑
撰
『
入
蔵
録
』
で
あ
る
。『
重
修
貞
元
続
録
』（
す
な
わ
ち
、
重
修
『
続
開
元
録
』）

は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
遼
・
希
麟
撰
『
続
一
切
経
音
義
』
十
巻
の
収
録
状
況
に
基
づ
い

て
、
同
録
は
円
照
『
続
開
元
録
』
を
ベ
ー
ス
に
、
同
『
貞
元
入
蔵
録
』
及
び
恒
安
『
続
貞

元
録
』
所
収
の
訳
経
を
網
羅
す
る
一
方
で
、『
法
琳
別
伝
』
以
外
の
中
国
撰
述
を
排
除
し

て
い
る
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る(14)。
こ
の
詮
暁
修
訂
の
経
録
は
、
書
名
か
ら
す
れ
ば
円
照
の

『
続
開
元
録
』
を
修
訂
し
た
も
の
と
見
て
問
題
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
希
麟
撰
『
続
一
切

経
音
義
』
は
大
蔵
経
の
随
函
形
式
の
音
義
書
で
も
な
け
れ
ば
、
詮
暁
録
に
基
づ
い
て
編
集

さ
れ
た
と
い
う
確
証
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
同
音
義
書
が
不
空
訳
経
等
の
音
義
を
収

録
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
経
典
の
配
列
は
上
掲
の
い
ず
れ
の
経
録
と
も
大
幅
に
異

な
っ
て
い
て
、
大
蔵
経
の
分
帙
・
配
列
を
厳
密
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
全
く
感

じ
さ
せ
な
い
。
従
っ
て
、
希
麟
音
義
に
基
づ
け
ば
、
詮
暁
録
の
収
録
状
況
を
知
り
得
る
、

と
い
う
論
理
は
筋
が
通
ら
な
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
遼
聖
宗
統
和
年
間
に

成
立
し
た
と
言
わ
れ
る
詮
暁
録
に
契
丹
蔵
の
入
蔵
録
と
称
し
得
る
ほ
ど
の
位
置
づ
け
を
与

え
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
。
な
に
し
ろ
、「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
は
覚
苑
撰
『
入
蔵
録
』

と
並
ん
で
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
詮
暁
録
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
契
丹
蔵
の
拠
り
所
と
な
っ
た
経
録
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
「
重
修
薄

伽
蔵
教
記
」
の
記
述
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
同
碑
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文
中
の
「
薄
伽
教
蔵
、
金
碧
厳
麗
、
煥
乎
如
新
。
唯
其
教
本
、
錯
雑
而
不
完
、
考
其
編
目
、

遺
失
者
過
半
。
遂
潜
運
於
悲
心
、
庶
重
興
於
素
教
」
と
い
う
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
大
華

厳
寺
に
お
け
る
薄
伽
蔵
の
修
繕
事
業
は
金
大
定
二
年
（
一
一
六
二
）
に
完
了
し
た
が
、
こ

の
事
業
の
恩
恵
を
受
け
た
の
は
経
蔵
の
建
物
と
そ
の
中
に
奉
納
さ
れ
た
大
蔵
経
（
契
丹

蔵
）
の
両
方
で
あ
っ
た
。
補
修
前
の
契
丹
蔵
は
「
考
其
編
目
、
遺
失
者
過
半
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
、
欠
損
状
況
が
深
刻
だ
っ
た
。
当
時
、
大
蔵
経
の
存
欠
状
況
を
調
べ
る
際
に
使
用

さ
れ
た
「
編
目
」
と
は
、
前
掲
の
引
用
文
の
中
に
見
え
る
太
保
大
師
覚
苑
の
契
丹
蔵
『
入

蔵
録
』
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
金
大
定
二
年
（
一
一
六
二
）
の
大
華

厳
寺
に
は
契
丹
蔵
の
残
本
と
共
に
覚
苑
撰
『
入
蔵
録
』
も
伝
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
が
伝
え
る
『
入
蔵
録
』
に
関
わ
る
記
述
は
信
頼
に
値
す
る
で
あ
ろ

う
。前

掲
引
用
文
の
中
に
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
の
関
連
記
述
と
し
て
、「
至
大
唐
咸
通
新

集
蔵
経
音
義
随
函
録
間
、
沙
門
従
梵
者
、
集
成
『
経
源
録
』、
以
紀
緒
之
。
其
巻
帙
品
目
、

首
末
次
第
、
若
網
在
綱
、
有
条
而
不
紊
、
可
使
後
人
易
為
簽
閲
爾
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
示

さ
れ
る
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
前
に
見
た
『
校
正
別
録
』
が
同

じ
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
下
す
「
但
是
標
挙
諸
経
巻
中
首
尾
之
言
、
於
看
覧
蔵
経
者
、

所
益
無
幾
」
と
い
う
厳
し
い
評
価
と
全
く
逆
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
評
価
自
体
は
、
一

方
は
肯
定
的
、
も
う
一
方
は
否
定
的
で
あ
っ
て
も
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
『
一
切
経
源
品

次
録
』
の
基
本
的
性
格
を
摑
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
評
価
は
、
共
に
『
一

切
経
源
品
次
録
』
の
性
格
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
観
点
か
ら
下
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
す
る
こ
と
は
大
蔵
経
と
い
う
も
の
に
通
暁
し

た
人
物
に
し
か
で
き
な
い
、
と
考
え
る
。
従
っ
て
、「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
に
見
え
る

『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
関
わ
る
記
述
は
碑
文
の
撰
者
で
あ
る
段
子
卿
自
身
の
意
見
で
は

な
く
、
覚
苑
『
入
蔵
録
』
に
示
さ
れ
て
い
る
見
解
等
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

覚
苑
の
『
入
蔵
録
』
が
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
ベ
ー
ス
と
し
、
そ
れ
を
校
正
・
増
補
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、『
入
蔵
録
』
の
随
所
で
『
一
切
経
源
品

次
録
』
に
対
す
る
具
体
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
唐
末
の
従
梵
が
編
纂
し
た
『
一
切
経
源
品
次
録
』
は
、
遼

代
の
太
保
大
師
覚
苑
が
撰
述
し
た
契
丹
蔵
（
全
五
百
七
十
九
帙
）
の
『
入
蔵
録
』
を
通
じ

て
、
契
丹
蔵
の
成
立
に
深
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

『
一
切
経
源
品
次
録
』
こ
そ
が
、
契
丹
蔵
の
前
半
四
百
八
十
帙
、
並
び
に
そ
の
後
に
続
く

中
唐
四
朝
訳
経
ま
で
の
「
入
蔵
録
」
な
の
で
あ
る
。『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
契
丹
蔵
に

及
ぼ
し
た
影
響
力
の
強
さ
を
見
れ
ば
、
同
録
が
覚
苑
の
『
入
蔵
録
』
と
共
に
契
丹
蔵
そ
の

も
の
に
収
録
さ
れ
、
大
華
厳
寺
の
薄
伽
蔵
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
蔵
経

の
本
体
と
共
に
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
蔵
が
『
開
元
広
品
歴
章
』
を
収
録
す

る
の
と
は
対
照
的
に
、
高
麗
初
雕
蔵
は
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
収
め
る
の
は
高
麗
初
雕

蔵
が
契
丹
蔵
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

最
後
に
、
塚
本
善
隆
氏
が
「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
の
記
述
に
基
づ
い
て
、『
一
切
経
源

品
次
録
』
が
「
重
要
な
大
蔵
目
録
と
し
て
、
遼
の
領
土
と
な
っ
て
い
た
北
中
国
地
方
の
仏

教
徒
に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
、「
か
く
の
如
く
趙
郡
（
河
北
省
）
の
従
梵
の
録
が
、

北
宋
時
代
に
行
わ
れ
た
事
実
が
あ
る
の
に
対
し
、
玄
逸
の
録
は
、
わ
が
智
証
大
師
に
よ
っ

て
将
来
せ
ら
れ
て
い
る
外
に
、
こ
の
書
が
行
わ
れ
た
記
録
が
な
い
」（
一
一
四
頁
）
と
指
摘

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

｢重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
の
石
碑
が
あ
る
大
華
厳
寺
は
、
現
在
の
山
西
省
大
同
市
に
あ
る
。

こ
の
地
域
は
か
つ
て
雲
州
と
言
い
、
燕
京
（
幽
州
。
現
在
の
北
京
）
を
中
心
と
す
る
河
北
北
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部
や
、
山
西
北
部
を
含
む
万
里
長
城
以
南
の
諸
州
と
共
に
「
燕
雲
十
六
州
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
た
。
燕
雲
十
六
州
は
古
く
か
ら
漢
人
が
定
住
す
る
農
耕
地
帯
で
は
あ
っ
た
が
、
十
世

紀
前
半
か
ら
北
方
遊
牧
民
族
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
に
、
五
代
後

唐
の
臣
下
で
あ
っ
た
石
敬
瑭
が
燕
雲
十
六
州
を
割
譲
す
る
こ
と
を
条
件
に
契
丹
国
か
ら
の

援
護
を
得
て
後
唐
を
滅
ぼ
し
、
後
晋
を
建
国
し
た
。
契
丹
は
九
三
六
年
に
燕
雲
十
六
州
を

得
る
と
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
南
侵
の
準
備
を
進
め
、
会
同
九
年
（
九
四
六
）、
大
軍
を

も
っ
て
後
晋
の
都
大
梁
（
現
在
の
開
封
）
に
侵
攻
し
、
後
晋
を
滅
ぼ
し
た
。
翌
十
年
（
九
四

七
）
の
元
日
に
耶
律
尭
骨
は
開
封
に
入
城
し
、
国
号
を
中
華
風
に
「
大
遼
」
と
改
称
、
年

号
を
「
大
同
」
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
、
耶
律
尭
骨
が
開
封
か
ら
幽
州
へ

と
北
帰
す
る
途
中
の
欒
城
で
病
没
す
る
の
に
伴
っ
て
、
契
丹
に
よ
る
華
北
支
配
は
あ
っ
け

な
く
終
息
す
る
。
し
か
し
、
長
城
以
南
の
領
土
で
あ
る
燕
雲
十
六
州
だ
け
は
、
そ
れ
以
降

の
二
百
年
近
く
（
契
丹
遼
か
ら
女
真
金
・
モ
ン
ゴ
ル
元
ま
で
）
に
わ
た
っ
て
北
方
民
族
王
朝

の
支
配
下
に
置
か
れ
た
ま
ま
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
雲
州
（
大
同
）
と
幽
州
（
北
京
）
を
中
心
と
す
る
地
域
は
古
く
か
ら
漢

民
族
の
定
住
地
で
あ
っ
た
が
、
九
三
六
年
以
降
は
宋
元
時
代
を
通
じ
て
漢
民
族
国
家
で
は

な
く
、
遼
・
金
・
元
の
征
服
王
朝
の
領
土
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
金
大
定
二
年
（
一
一
六

二
）
に
建
立
さ
れ
た
「
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
と
い
う
碑
文
に
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
関

す
る
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
趙
郡
（
河
北
省
）
の
従
梵
の
録
が
、

北
宋
時
代
に
行
わ
れ
た
」
と
す
る
こ
と
に
は
、
す
ぐ
さ
ま
同
意
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
更

に
「
玄
逸
の
録
は
、
わ
が
智
証
大
師
に
よ
っ
て
将
来
せ
ら
れ
て
い
る
外
に
、
こ
の
書
が
行

わ
れ
た
記
録
が
な
い
」
と
い
う
指
摘
に
関
し
て
も
、
北
宋
の
経
録
で
あ
る
『
天
聖
総
録
』

下
冊
に
『
開
元
広
品
歴
章
』
の
関
連
記
述
が
あ
り
、
更
に
金
蔵
本
『
開
元
広
品
歴
章
』
も

存
在
し
て
い
る
以
上
、
北
宋
に
同
録
が
「
行
わ
れ
た
記
録
が
な
い
」
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、『
天
聖
総
録
』
下
冊
で
は
『
開
元
広
品
歴
章
』
に
対
し
て
、「
亦
名
『
一
切

経
源
□
次
録
』。『
正
元
録
』
中
収
入
計
数
、
紀
述
源
由
、
具
如
本
録
」
と
い
う
注
記
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
或
い
は
混
乱
が
生
じ
た
の
は
、
当
時
で
は
北
宋
伝
法

院
の
高
僧
で
さ
え
『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
い
う
書
物
を
実
見
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
は
遼
・
金
の
征
服
王
朝
の
支
配

下
に
だ
け
流
行
し
、
契
丹
蔵
に
、
そ
し
て
契
丹
蔵
を
媒
介
と
し
て
高
麗
初
雕
蔵
本
に
も
収

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
は
北
宋
の
国
内
に
は

伝
存
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
汴
京
伝
法
院
の
高
僧
が
『
開
元
広
品
歴
章
』
と
同
じ
書

物
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
、
同
録
に
関
す
る
情
報
は
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
如
く
、
長
ら
く
逸
失
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
従
梵
撰
『
一
切
経
源
品
次
録
』

の
高
麗
初
雕
蔵
本
が
、
わ
ず
か
一
巻
だ
け
で
は
あ
る
が
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
か
ら
見
つ

か
っ
て
い
る
。
こ
の
貴
重
な
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
紹
介
し
よ
う
。

四

高
麗
初
雕
蔵
本
『
新
纘
一
切
経
源
品
次
録
』
巻
二
十

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
の
「
収
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
日
本
語
版
）
で
は
高
麗
初
雕
蔵

本
『
一
切
経
源
品
次
録
』
巻
二
十
に
関
す
る
書
誌
情
報
が
、
以
下
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
て

い
る
。

新
纘
一
切
経
源
品
次
録
巻
二
十

時
代
：
高
麗

素
材
：
紙
袞
楮
紙

規
模
：
28.5×
1664.6

国
宝
／
宝
物
：
245

（ 33 ）



番
号
：
新
収

13697

詳
細
情
報
：
一
〇
一
一
年
（
高
麗
顕
宗
二
年
）
か
ら
一
〇
九
〇
年
（
宣
宗
七
年
）
ま
で
の

八
〇
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
高
麗
大
蔵
経
初
雕
本
の
1
巻
で
あ
る
。
新
纘
一
切
経

源
品
次
録
は
本
来
、
唐
の
従
梵
が
貞
元
釈
教
大
蔵
録
を
も
と
に
様
々
な
経
典
を
対
照

し
て
経
典
の
名
称
、
翻
訳
者
、
巻
帙
な
ど
を
記
録
し
、
三
〇
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
所
藏
品
は
木
版
本
で
楮
の
紙
に
印
刷
し
、
巻
物
状
に
な
っ
て
い
る
。
刊

行
当
時
の
紺
色
の
表
紙
と
金
粉
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
本
来
は
九
四
五
年
に
唐

の
恒
安
が
編
ん
だ
『
続
貞
元
釈
教
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
を
導
入
、
刊
行
し
、
初

雕
大
蔵
経
に
編
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
蒙
古
軍
の
侵
入
時
守
其
法
師
が
再
雕
大
蔵

経
を
刊
行
す
る
時
に
除
外
さ
せ
、『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』
三
〇
巻
に
代
置

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
所
藏
品
は
初
雕
本
で
だ
け
み
る
こ
と
が
で
き
る
非
常
に

貴
重
な
資
料
で
あ
る(15)。

筆
者
は
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
の
高
麗
初
雕
蔵
本
『
一
切
経
源
品
次
録
』
巻
二

十
（
以
下
、「
品
次
録
巻
二
十
」
と
略
称
す
る
）
を
実
見
す
る
機
会
に
は
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
な

い
の
で
、
同
本
の
書
誌
情
報
に
関
し
て
は
、
上
掲
の
情
報
以
外
の
こ
と
は
言
え
な
い
。
本

節
で
紹
介
す
る
同
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、
す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
る
図
版
に
基
づ
く
。

「
品
次
録
巻
二
十
」
の
冒
頭
箇
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

新
纘
一
切
經
源
品
次
錄
卷
第
二
十

乂

大
唐
沙
門
從
梵
依
『
貞
元
釋
教
錄
』
集

右
諸
藏
經
紙
、
有
大
小
行
數
不

定
、
今
各
隨
經
卷
品
目
首
末
、
每

紙
計
二
十
八
行
定
、
餘
不
成
紙
者
、

即
以
行
數
紀
之
。

最
初
の
一
行
に
は
、「
新
纘
一
切

経
源
品
次
録
巻
第
二
十
」
と
い
う
首

題
に
続
い
て
「
乂
」（
第
五
六
二
帙
）

と
い
う
千
字
文
帙
号
が
あ
る
。
二
行

目
に
は
、「
大
唐
沙
門
従
梵
、
依

『
貞
元
釈
教
録
』
集
」
と
あ
り
、『
新

纉
一
切
経
源
品
次
録
』
は
唐
の
沙
門

従
梵
が
『
貞
元
釈
教
録
』
に
拠
っ
て

編
集
し
た
と
し
て
い
る
。
続
い
て
、
第
三
行
か
ら
第
五
行
ま
で
は
、「
右
の
諸
蔵
経
は
、

紙
に
大
小
あ
り
、
行
数
は
一
定
し
て
な
い
。
今
、
諸
経
の
巻
目
・
品
目
の
順
を
追
っ
て
、

各
巻
・
品
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
経
文
を
示
し
、
一
紙
に
計
二
十
八
行
と
定
め
、
そ
の
他
、

一
紙
に
満
た
な
い
場
合
は
行
数
を
記
す
」
と
い
う
、
同
録
の
凡
例
を
示
し
て
い
る
。

次
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
同
巻
の
本
文
内
容
で
あ
る
。
最
初
に
「
声
聞
調
伏
蔵
、
五
十

四
部
、
四
百
四
十
六
巻
、
四
十
五
帙
」
と
あ
り
、
声
聞
調
伏
蔵
の
総
数
を
明
か
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
見
え
る
部
数
・
巻
数
・
帙
数
は
、『
貞
元
録
』
巻
十
九
、『
開
元
録
』
巻
十
三
、

『
開
元
釈
教
録
略
出
』
巻
三
の
該
当
箇
所
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
後
、『
摩
訶
僧
祇
律
』、

『
十
誦
律
』
を
は
じ
め
と
す
る
律
蔵
典
籍
が
計
六
部
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
各
典
籍

の
概
説
部
分
を
抜
き
出
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
四
十
卷
（
或
三
十
卷
）

東
晉
天
竺
三
藏
佛
陁
羅
共
法
顯
譯
、
九
百
九
十
七
紙
、
四
帙
。

右
一
經
是
根
本
調
伏
藏
、
即
大
衆
部
毗
奈
邪
也
。
佛
圓
寂
後
、
尊
者
迦
葉
集
千
應

真
於
王
舍
城
、
竹
林
石
室
之
所
結
也
。

二
、『
十
誦
律
』
六
十
一
卷
（
六
帙
）
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前
五
十
八
卷
、
姚
秦
三
藏
佛
若
多
羅
等
共
羅
什
譯
。
後
毘
尼
序
三
卷
、
東
晉
三
藏

卑
摩
羅
叉
續
譯
。
一
千
四
百
三
十
紙
。

右
一
經
、
即
説
一
切
有
部
毘
奈
邪
藏
、
佛
圓
寂
後
三
百
年
、
初
從
上
座
部
之
所
出

也
。

三
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
五
十
卷

大
唐
吳
后
代
三
藏
義
淨
譯
、
新
編
入
錄
。
八
百
七
十
五
紙
、
五
帙
。

四
、『
根
本
説
一
切
有
部
苾
芻
尼
毗
奈
耶
』
二
十
卷
（
二
帙
）

大
唐
三
藏
義
淨
譯
、
新
編
入
錄
。
三
百
五
十
九
紙
。

五
、『
根
本
説
一
切
有
部
毗
奈
耶
雜
事
』
四
十
卷
（
四
帙
）

大
唐
三
藏
義
淨
譯
、
新
編
入
錄
。
六
百
四
十
四
紙
。

六
、『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
』
十
卷
（
或
八
卷
）

大
唐
三
藏
義
淨
譯
、
新
編
入
錄
、
此
八
卷
、
成
一
百
二
十
五
紙
。

右
四
經
、
與
『
十
誦
律
』
俱
是
説
一
切
有
部
、
然
其
文
理
與
十
誦
律
非
無
有
異
、

未
詳
所
以
。

こ
れ
ら
の
律
典
六
種
に
対
す
る
解
説
内
容
は
、【
附
表
1
】
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

『
貞
元
録
』
巻
十
九
と
巻
三
十
、『
開
元
録
』
巻
十
三
と
巻
二
十
の
内
容
と
対
応
し
て
お
り
、

特
に
巻
数
・
帙
数
・
紙
数
と
い
っ
た
具
体
的
な
数
字
は
両
録
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、『
貞
元
録
』
は
『
開
元
録
』
の
影
響
を
全
面
的
に
汲
ん
で
成
立
し
た
経

録
で
あ
り
、
特
に
正
蔵
部
分
に
関
し
て
は
後
者
の
内
容
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

「
品
次
録
巻
二
十
」
の
冒
頭
に
見
え
る
「
大
唐
沙
門
従
梵
、
依
貞
元
釈
教
録
集
」
と
い
う

記
述
通
り
に
同
録
が
『
貞
元
録
』
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、『
開
元
録
』
の
内
容

と
も
重
な
る
こ
と
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

五

『新
纘
一
切
経
源
品
次
録
』
の
特
徴
袞
律
典
二
種
の
調
巻
の
問
題
に

注
目
し
て

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
の
「
品
次
録
巻
二
十
」
は
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
四
十
巻
、

『
十
誦
律
』
六
十
一
巻
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
五
十
巻
、『
根
本
説
一
切
有
部
苾

芻
尼
毗
奈
耶
』
二
十
巻
、『
根
本
説
一
切
有
部
毗
奈
耶
雑
事
』
四
十
巻
、『
根
本
説
一
切
有

部
尼
陁
那
目
得
迦
』
八
巻
と
い
う
六
種
の
律
典
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
巻
・
品
次
・

首
尾
文
言
・
紙
数
・
行
数
を
詳
し
く
著
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
に
基
づ
け
ば
、
唐

末
を
生
き
た
従
梵
が
八
五
五
年
か
ら
八
六
〇
年
に
か
け
て
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻

を
編
纂
す
る
際
に
参
照
し
た
、
九
世
紀
半
ば
に
伝
存
し
て
い
た
写
本
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
の

構
成
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
復
元
作
業
を
行
っ
た
結
果
、

「
品
次
録
巻
二
十
」
に
著
録
さ
れ
て
い
る
律
典
の
中
で
も
、
特
に
『
十
誦
律
』
と
『
根
本

説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
』
と
い
う
二
種
の
テ
キ
ス
ト
の
構
成
は
現
存
す
る
刊
本
大
蔵

経
の
テ
キ
ス
ト
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、

当
該
二
律
の
調
巻
上
の
相
違
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
品
次
録
巻
二
十
」
が
著

録
す
る
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
と
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(一
）『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
』
八
巻

『開
元
録
』
巻
九
に
よ
れ
ば
、『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
』
十
巻
（
或
い
は
八

巻
）
は
義
浄
が
大
周
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
十
月
四
日
に
西
明
寺
で
訳
了
し
た
も
の
で
あ

る(16)。
同
録
巻
二
十
所
収
の
「
入
蔵
録
」
は
、「
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
十
巻
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（
前
五
巻
、
尼
陀
那
。
後
五
巻
、
目
得
迦
。
或
八
巻
。
一
帙
）
一
百
二
十
五
紙
」（
CBET
A
,T
55,

no.2154,p.694,b27-29）
と
す
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
は
『
貞
元
録
』
に
も
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
』（
以
下
、

『
尼
陀
那
目
得
迦
』
と
略
称
す
る
）
に
は
八
世
紀
に
訳
出
さ
れ
た
当
初
か
ら
十
巻
本
と
八
巻

本
の
両
方
が
存
在
し
て
い
た
。
但
し
入
蔵
本
は
「
前
五
巻
、
尼
陀
那
。
後
五
巻
、
目
得

迦
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
巻
本
よ
り
十
巻
本
の
ほ
う
が
よ
り
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
智
昇
の
『
続
古
今
訳
経
図
紀(17
)』

や
慧
琳
の
『
一
切
経

音
義
』（
巻
第
六
十
三
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
日
本
の
奈
良
写
経

本
は
、
い
ず
れ
も
十
巻
本
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
十
世
紀
か
ら
登
場
す
る
刊
本
大
蔵
経
所
収
の
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
も
似
た
よ
う

な
状
況
で
あ
る
。
ま
ず
、
開
宝
蔵
系
統
本
と
し
て
、『
大
蔵
経
綱
目
指
要
録
』（
一
一
〇
四

年
成
立
。
以
下
、『
指
要
録
』
と
略
称
す
る(18)）・
王
古
『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
十
巻
（
一
一
〇

五
年
成
立
。
以
下
、『
標
目
』
と
略
称
す
る(19)）
が
言
及
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
、
並
び
に
現
存
す

る
高
麗
初
雕
蔵
本
・
高
麗
再
雕
蔵
本
・
金
蔵
本
は
、
一
つ
の
例
外
も
な
く
、
す
べ
て
十
巻

本
で
あ
る
。
次
に
、
江
南
蔵
（
正
蔵
）
の
入
蔵
録
に
当
た
る
『
開
元
釈
教
録
略
出
』
巻
下

に
は
、「
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
十
巻
、
唐
三
蔵
義
浄
訳
。
自
一
帙
、
計
一
百

三
十
四
紙
【
尊
】」（
CBET
A
,T
55,no.2155,p.741,c10-11）
と
あ
り
、
や
は
り
十
巻
本
を

収
録
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
江
南
諸
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
尼
陀
那
目
得

迦
』
も
ま
た
十
巻
本
で
あ
る
。
最
後
に
、
契
丹
蔵
本
そ
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
同
蔵
の
底
本
と
系
統
的
に
近
い
写
本
大
蔵
経
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

『
新
集
蔵
経
音
義
随
函
録
』
三
十
巻
（
以
下
、『
随
函
録
』
と
略
称
す
る
）
か
ら
、
あ
る
程
度

の
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。『
随
函
録
』
巻
十
六
「
卑
」
字
函
（
第
三
二
八

帙
）
に
は
、「
根
本
説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
、
一
部
八
巻
（
録
云
、
十
巻
）」（
CBE-

T
A
,K
35,no.1257,p.142,b5-6）
と
あ
り
、
従
来
の
経
録
が
著
録
す
る
十
巻
本
と
は
違
い
、

『
随
函
録
』
が
実
際
に
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
八
巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
写
本
大
蔵
経
と
刊
本
大
蔵
経
の
両
方
に
お
い
て
十
巻
本
『
尼
陀
那
目

得
迦
』
が
圧
倒
的
に
広
く
収
録
さ
れ
る
一
方
で
、
八
巻
本
の
実
在
性
を
裏
付
け
る
文
献
上

の
証
拠
は
『
随
函
録
』
か
ら
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、「
品
次
録
巻
二
十
」

所
収
の
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
は
、
い
ず
れ
の
種
類
の
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

「
品
次
録
巻
二
十
」
に
お
け
る
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
の
関
連
箇
所
を
示
す
と
、
以
下
の
よ

う
で
あ
る(20)。

『根
本
説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
』
十
卷
〈
或
八
卷
〉

大
唐
三
藏
義
淨
譯
、
新
編
入
錄
、
此
八
卷
、
成
一
百
二
十
五
紙
。

右
八
卷
、
惣
大
小
頌
八
十
九
頌
曰
。

1

先
「
尼
陁
那
」
四
卷

①
大
門
惣
攝
頌
曰
﹇
〜
第
七
子
頌
﹈

卷
一
〈「
初
明
受
近
圓
」「
准
此
應
作
」
幷
後
記
〉、
惣
十
二
紙
四
行
。

第
八
子
頌
﹇
か
ら
、
第
十
子
頌
ま
で
﹈

卷
二
〈「
假
令
不
截
衣
」「
由
是
苾
芻
故
」、
子
頌
二
十
竟
〉、
十
六
行
（「
十
六
紙
」

か
）。

②
別
門
第
三
捴
攝
曰
﹇
〜
第
十
子
頌
﹈

卷
三
〈「
圓
壇
求
寂
墮
」「
佛
言
隨
意
作
」、
子
頌
三
十
竟
〉、
十
四
紙
九
行
。

③
別
門
第
四
捴
攝
曰
﹇
〜
第
十
子
頌
﹈

卷
四
〈「
戸
鐶
隨
處
用
」「
得
惡
作
罪
」〉、
十
二
紙
十
六
行
。

④
別
門
第
五
捴
攝
曰
﹇
〜
第
六
子
頌
﹈

[卷
四
﹈〈「
菩
薩
像
供
養
」「
尼
陁
那
竟
」、
子
頌
六
竟
〉、
三
紙
六
行
。
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已
上
、「
尼
陁
那
」
四
十
六
頌
竟
。

2

次
「
目
得
迦
」
後
四
卷

①
大
門
捴
攝
曰
﹇
〜
第
七
子
頌
﹈

卷
五
〈「
最
初
為
懺
謝
」「
而
噉
食
之
」〉、
十
四
紙
十
六
行
。

第
八
子
頌
﹇
〜
第
十
子
頌
﹈

卷
六
〈「
開
許
砂
糖
飲
」「
信
敬
者
授
」、
子
頌
十
竟
〉、
三
紙
（「
十
二
紙
」
か
）
二

十
二
行
。

②
別
門
第
二
捴
攝
曰
﹇
〜
第
五
子
頌
﹈

[卷
六
﹈〈「
定
初
有
生
處
」「
得
惡
作
」〉、
十
三
行
。

第
六
子
頌
﹇
〜
第
十
子
頌
﹈

卷
七
〈「
豫
先
為
唱
令
」「
當
為
受
取
」、
子
頌
二
十
竟
〉、
四
紙
十
五
行
。

③
第
三
別
門
捴
﹇
〜
第
十
子
頌
]

[卷
七
﹈〈「
資
具
衣
愚
癡
」「
咸
得
惡
作
罪
」、
子
頌
〉、
十
二
紙
七
行
。

④
別
門
第
四
頌
曰
﹇
〜
第
十
子
頌
﹈

卷
八
〈「
與
田
分
不
應
」「
隨
意
應
食
」、
子
頌
四
十
竟
〉、
十
紙
二
十
六
行
。

已
上
、「
目
得
迦
」﹇
四
﹈
十
頌
竟
。

以
上
が
、「
品
次
録
巻
二
十
」
に
見
え
る
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
の
関
連
箇
所
の
全
容
で

あ
る
。「
品
次
録
巻
二
十
」
は
仏
典
を
著
録
す
る
際
に
、
ま
ず
『
貞
元
録
』
に
従
っ
て
、

経
典
題
名
（「
根
本
説
一
切
有
部
尼
陁
那
目
得
迦
」)・
巻
数
（「
十
巻
〈
或
八
巻
〉)・
訳
者
（「
大

唐
三
蔵
義
浄
訳
」)・
入
蔵
（「
新
編
入
録
」)・
全
体
の
紙
数
（「
一
百
二
十
五
紙
」）
を
あ
ら
か

じ
め
掲
出
し
て
い
る
。
次
に
、
当
該
経
典
の
実
際
の
構
成
に
沿
っ
て
、
各
巻
・
各
節
の
首

尾
の
語
句
を
記
し
、
当
巻
・
当
節
の
紙
数
・
行
数
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
著
録
の

仕
方
は
『
開
元
録
』
や
『
貞
元
録
』
に
は
見
ら
れ
ず
、『
品
次
録
』
独
自
の
発
想
と
調
査

結
果
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、「
品
次
録
巻
二
十
」
が
伝
え
る
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
各
巻
の
紙

数
・
行
数
を
合
計
す
る
と
計
百
二
紙
と
な
り
、
冒
頭
に
見
え
る
「
一
百
二
十
五
紙
」
と
い

う
総
紙
数
に
は
及
ば
な
い
。
恐
ら
く
、
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
紙
数
は
『
貞
元
録
』
が
伝

え
る
数
字
を
そ
の
ま
ま
掲
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
合
算
し
た
結
果
は
各
巻
・
各

節
に
掲
出
し
た
紙
数
と
行
数
な
の
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
同
一
の
仏
典
を
一
行
十
七
字
・

一
紙
二
十
八
行
と
い
う
唐
代
の
写
経
規
格
の
通
り
に
書
写
し
た
と
し
て
も
、『
開
元
録
』

や
『
貞
元
録
』
の
時
代
の
テ
キ
ス
ト
と
全
く
同
じ
字
数
・
紙
数
が
維
持
で
き
る
と
は
限
ら

な
い
。
時
代
が
下
る
に
連
れ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
調
巻
方
法
も
内
容
も
堅
持
さ
れ
る
こ
と
な

く
変
化
・
進
化
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
字
数
・
紙
数
・
巻
数
の
増
減
に
は
テ
キ
ス

ト
の
内
容
そ
の
も
の
の
変
化
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢品
次
録
巻
二
十
」
が
著
録
す
る
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
は
『
随
函
録
』
の
そ
れ
と
同
じ

く
、
八
巻
本
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
内
容
は
全
八
十
九
の
偈
頌
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
説

明
か
ら
な
る
が
、
前
半
の
四
巻
は
「
尼
陀
那
」
四
十
六
頌
、
後
半
の
四
巻
は
「
目
得
迦
」

四
十
頌
を
収
め
て
い
る
。
巻
別
に
ま
と
め
る
と
、
巻
一
は
、「
尼
陀
那
」
の
大
門
総
摂
頌
、

及
び
別
門
第
一
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
七
ま
で
の
子
摂
頌
を
、
巻
二
は
、
別
門
第
一
の
第

八
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
、
及
び
別
門
第
二
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌

を
、
巻
三
は
、
別
門
第
三
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
を
、
巻
四
は
、
別
門

第
四
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
、
及
び
別
門
第
五
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第

六
ま
で
の
子
摂
頌
を
収
録
し
て
い
る
。
続
い
て
、
巻
五
は
、「
目
得
迦
」
の
大
門
総
摂
頌
、

及
び
別
門
第
一
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
七
ま
で
の
子
摂
頌
を
、
巻
六
は
、
別
門
第
一
の
第

八
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
、
及
び
別
門
第
二
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
子
摂
頌

を
、
巻
七
は
、
別
門
第
二
の
第
六
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
、
及
び
別
門
第
三
総
摂
頌
と
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第
一
か
ら
第
十
ま
で
の
子
摂
頌
を
、
巻
八
は
、
別
門
第
四
総
摂
頌
と
第
一
か
ら
第
十
ま
で

の
子
摂
頌
を
収
録
し
て
い
る
。「
品
次
録
巻
二
十
」
か
ら
窺
え
る
八
巻
本
『
尼
陀
那
目
得

迦
』
の
全
体
構
成
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
構
成
は
『
随
函
録
』
が
伝
え
る
も
の

と
概
ね
一
致
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
品
次
録
巻
二
十
」
と
『
随
函
録
』
だ
け
が
伝
え
る
『
尼
陀
那
目
得
迦
』

の
八
巻
本
と
古
く
か
ら
広
く
流
布
し
て
い
た
十
巻
本
の
構
成
と
は
、
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
両
者
間
に
見
ら
れ
る
構
成
上
の
異
同
を
ま
と
め
れ
ば
、
下
表
の
通
り
に
な
る
。

上
表
の
よ
う
に
、
八
巻
本
と
十
巻
本
は
、
前
半
に
「
尼
陀
那
」
四
十
六
頌
、
後
半
に

「
目
得
迦
」
四
十
頌
を
収
録
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
八
巻
本
で

は
前
半
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
尼
陀
那
」
四
十
六
頌
が
十
巻
本
で
は
前
半
五
巻
、
八
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八
巻
本
『
尼
陀
那
目
得
迦
』

十
巻
本
『
尼
陀
那
目
得
迦
』

（「
品
次
録
巻
二
十
」
に
基
づ
い
て
復
元
）

（
大
正
蔵
本
に
基
づ
く
）

卷
一
（
十
三
紙
相
当
）

卷
一

尼
陀
那
大
門
總
攝
頌

尼
陀
那
大
門
總
攝
頌
曰

尼
陀
那
別
門
初
總
攝
頌

尼
陀
那
別
門
初
總
攝
頌

第
一
〜
第
七
子
攝
頌

第
一
〜
第
七
子
攝
頌
曰

卷
二
（
十
六
紙
か
）

卷
二

第
八
〜
第
十
子
攝
頌

第
八
〜
第
十
子
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
二
總
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
二
總
攝
頌

第
一
〜
第
十
子
攝
頌

第
一
〜
第
二
子
攝
頌

卷
三
（
十
五
紙
相
当
）

巻
三

尼
陀
那
別
門
第
三
總
攝
頌

第
三
〜
第
十
子
攝
頌

第
一
〜
第
十
子
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
三
總
攝
頌

第
一
〜
第
三
子
攝
頌

卷
四
（
十
六
紙
相
当
）

巻
四

尼
陀
那
別
門
第
四
總
攝
頌

第
四
〜
第
十
子
攝
頌

第
一
〜
第
十
子
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
四
總
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
五
總
攝
頌

第
一
〜
第
六
子
攝
頌

第
一
〜
第
六
子
攝
頌

巻
五

第
七
〜
第
十
子
攝
頌

尼
陀
那
別
門
第
五
總
攝
頌

第
一
〜
第
六
子
攝
頌

卷
五
（
十
五
紙
相
当
）

巻
六

目
得
迦
大
門
惣
攝
頌

目
得
迦
大
門
總
攝
頌

別
門
初
總
攝
頌

別
門
初
總
攝
頌

第
一
〜
第
七
子
攝
頌

第
一
〜
第
四
子
攝
頌

卷
六
（
十
四
紙
相
当
）

巻
七

第
八
〜
第
十
子
攝
頌

第
五
〜
第
十
子
攝
頌

目
得
迦
別
門
第
二
總
攝
頌

目
得
迦
別
門
第
二
總
攝
頌

第
一
〜
第
五
子
攝
頌

第
一
〜
第
四
子
攝
頌
（
前
半
）

卷
七
（
十
七
紙
相
当
）

巻
八

第
六
〜
第
十
子
攝
頌

第
四
子
攝
頌
（
後
半
）

目
得
迦
第
三
別
門
總
攝
頌

第
五
〜
第
十
子
攝
頌

第
一
〜
第
十
子
攝
頌

目
得
迦
第
三
別
門
總
攝
頌

第
一
〜
第
三
子
攝
頌

卷
八
（
十
一
紙
相
当
）

巻
九

目
得
迦
別
門
第
四
總
攝
頌

第
四
〜
第
十
子
攝
頌

第
一
〜
第
十
子
攝
頌

目
得
迦
別
門
第
四
總
攝
頌

第
一
子
攝
頌
（
前
半
）

巻
十

第
一
子
攝
頌
（
後
半
）

第
二
〜
第
十
子
攝
頌



巻
本
が
後
半
四
巻
に
収
め
る
「
目
得
迦
」
四
十
頌
は
十
巻
本
の
後
半
五
巻
に
分
散
さ
れ
て

い
る
。
全
体
と
し
て
、
両
テ
キ
ス
ト
は
巻
一
を
除
け
ば
、
諸
巻
の
調
巻
方
法
は
全
部
違
う

が
、
各
項
目
の
配
列
順
序
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
な
お
、「
品
次
録
巻
二
十
」
は
経
録
、

『
随
函
録
』
は
音
義
書
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
は
部
分
的
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
も
異
な
る
。
従
っ
て
、
経
文
の
全
容
を
知
る
上
で
は
限
界
が
あ

り
、
八
巻
本
と
十
巻
本
と
の
文
字
の
異
同
ま
で
は
知
り
か
ね
る
。

八
巻
本
と
十
巻
本
の
構
成
を
比
較
す
れ
ば
、
八
巻
本
の
ほ
う
が
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
十
巻
本
で
は
、
十
首
を
一
組
と
す
る
こ
と
の
多
い
子
摂
頌

が
二
巻
に
ま
た
が
っ
て
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
極
端
な
場
合
は
、
一
首
の
子
摂
頌
が

二
巻
に
分
か
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
目
得
迦
別
門
第
二
の
第
四

子
摂
頌
は
巻
七
の
末
尾
か
ら
巻
八
の
冒
頭
に
か
け
て
、
目
得
迦
別
門
第
四
の
第
一
子
摂
頌

は
巻
九
の
末
尾
か
ら
巻
十
の
冒
頭
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
八
巻
本
各
巻
の
紙
数
を

見
る
と
、
一
巻
あ
た
り
の
平
均
紙
数
は
だ
い
た
い
十
五
で
あ
り
、
最
後
の
巻
八
だ
け
が
十

一
紙
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
各
巻
の
紙
数
の
均
等
性
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
八
巻
本
の
構
成
で
あ
っ
て
も
さ
ほ
ど
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
で

も
唐
代
の
入
蔵
本
と
し
て
十
巻
本
が
選
ば
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
八
巻
よ
り
も
十
巻
の
ほ

う
が
よ
り
ま
と
ま
っ
た
数
字
で
あ
り
、
分
帙
し
や
す
い
、
と
い
う
蔵
書
管
理
上
の
都
合
の

他
に
は
想
像
が
つ
か
な
い
。
但
し
、『
品
次
録
』
が
編
纂
さ
れ
た
九
世
紀
半
ば
頃
（
八
五

五
か
ら
八
六
〇
年
に
か
け
て
撰
述
）
に
は
、
十
巻
本
の
調
巻
方
法
が
も
つ
問
題
点
に
気
づ
き
、

積
極
的
に
八
巻
本
を
採
用
す
る
よ
う
な
動
き
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
後
唐
の
長

興
二
年
（
九
三
一
）
に
成
立
し
た
『
随
函
録
』
が
基
づ
い
た
テ
キ
ス
ト
は
八
巻
本
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
八
巻
本
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
が
唐
末
・
五
代
に
北
方
地
域
で
成
立
し
た
写
本

大
蔵
経
に
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
考
察
の
結
果
、
現
存
す
る
刊
本
大
蔵
経
本
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
は
開
宝
蔵
系
統

も
江
南
系
統
も
す
べ
て
十
巻
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
対
照
的
に
『
品
次
録
』
と
『
随
函

録
』
が
基
づ
く
テ
キ
ス
ト
だ
け
が
八
巻
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
品
次
録
』
と

『
随
函
録
』
の
共
通
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
九
世
紀
後
半
以
降
に
伝
存
し
て
い
た
写
本
大

蔵
経
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
、
北
方
地
域
に
だ
け
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

十
世
紀
前
半
の
『
随
函
録
』
に
反
映
し
て
い
る
北
方
地
域
の
写
経
大
蔵
経
の
姿
と
、
九
世

紀
後
半
の
『
品
次
録
』
に
留
め
ら
れ
て
い
る
写
本
大
蔵
経
の
姿
と
の
重
な
り
具
合
が
裏
付

け
る
よ
う
に
、
十
世
紀
前
半
に
北
方
地
域
で
流
布
し
て
い
た
写
本
大
蔵
経
は
九
世
紀
後
半

す
な
わ
ち
唐
代
末
頃
の
写
本
大
蔵
経
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

更
に
、
北
方
王
朝
の
官
版
大
蔵
経
で
あ
る
契
丹
蔵
は
『
随
函
録
』
が
参
照
し
た
も
の
と
近

い
系
譜
に
属
す
る
写
本
大
蔵
経
を
底
本
と
し
て
開
板
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
契
丹
蔵
本

『
尼
陀
那
目
得
迦
』
も
ま
た
八
巻
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、『
品
次
録
』
と

契
丹
蔵
は
そ
れ
ぞ
れ
に
『
随
函
録
』
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
接
点
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
こ

の
三
者
が
個
々
に
基
づ
い
た
写
本
大
蔵
経
は
流
布
の
地
域
と
テ
キ
ス
ト
系
譜
に
お
い
て
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

基
づ
い
た
大
蔵
経
が
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
テ
キ
ス
ト
系
譜
の
親
近
性
が
推
測
さ
れ
て
く

れ
ば
、『
品
次
録
』
と
契
丹
蔵
『
入
蔵
録
』
と
の
関
係
も
理
解
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

遼
の
太
保
大
師
覚
苑
が
契
丹
蔵
の
『
入
蔵
録
』
を
製
作
す
る
際
に
、『
開
元
録
』
や
『
貞

元
録
』
な
ど
の
著
名
な
経
録
の
入
蔵
録
を
直
接
に
は
利
用
せ
ず
、
そ
れ
ら
に
比
す
れ
ば
全

く
無
名
と
も
言
う
べ
き
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に
拠
っ
た
理
由
は
、『
一
切
経
源
品
次
録
』

が
対
象
と
し
て
い
る
写
本
大
蔵
経
と
契
丹
蔵
が
底
本
と
し
て
採
用
を
予
定
し
て
い
た
写
本

大
蔵
経
と
が
系
譜
に
お
い
て
も
、
大
蔵
経
の
全
体
的
構
成
に
お
い
て
も
、
最
も
近
接
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
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(二
）『
十
誦
律
』
六
十
一
巻

前
項
で
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
の
調
巻
が
抱
え
る
問
題
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、『
品
次
録
』、

『
随
函
録
』、
契
丹
蔵
の
三
者
間
に
あ
る
関
連
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
本
項
で
は
、

更
に
も
う
一
つ
の
事
例
、
す
な
わ
ち
『
十
誦
律
』
が
も
つ
調
巻
上
の
問
題
の
検
討
を
通
し

て
、『
品
次
録
』、『
随
函
録
』、
そ
し
て
契
丹
蔵
の
関
係
を
よ
り
一
層
明
確
に
し
た
い
。

1

『十
誦
律
』
テ
キ
ス
ト
の
調
巻
の
問
題

智
昇
撰
『
開
元
録
』
巻
十
三
に
よ
れ
ば
、『
十
誦
律
』
六
十
一
巻
は
姚
秦
の
三
蔵
弗
若

多
羅
た
ち
と
鳩
摩
羅
什
が
訳
出
し
た
本
編
五
十
八
巻
と
東
晋
の
三
蔵
卑
摩
羅
叉
が
後
に
訳

出
し
た
「
毘
尼
序
」
三
巻
か
ら
な
る(21)。『
十
誦
律
』
の
テ
キ
ス
ト
は
調
巻
に
関
わ
る
大
き

な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、「
毘
尼
序
」
三
巻
を
、
第
九
誦
と
第
十
誦
と
の
間
に
置
く
、
す

な
わ
ち
第
五
十
五
巻
か
ら
第
五
十
七
巻
ま
で
の
三
巻
と
し
て
収
録
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
っ

た
。
智
昇
に
よ
れ
ば
、
こ
の
調
巻
の
方
法
は
間
違
っ
て
お
り
、
古
い
時
代
の
テ
キ
ス
ト
は

み
な
「
毘
尼
序
」
三
巻
を
『
十
誦
律
』
の
末
尾
に
収
録
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ

の
調
巻
方
法
が
正
し
く
、『
開
元
録
』
も
そ
れ
に
従
う
、
と
言
う(22)。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内

容
は
『
貞
元
録
』
と
「
品
次
録
巻
二
十
」
に
も
見
え
る
。

経
録
に
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
唐
末
五
代
に
至
っ
て
も
、『
十
誦

律
』
に
は
や
は
り
数
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
並
行
し
て
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え

ば
、
可
洪
は
『
随
函
録
』
巻
十
五
に
お
い
て
、『
十
誦
律
』
の
テ
キ
ス
ト
間
に
存
在
す
る

調
巻
の
相
違
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
随
函
録
』
が
採

用
す
る
『
十
誦
律
』
は
六
十
一
巻
本
で
あ
る
が
、
従
前
の
音
義
書
は
少
な
く
と
も
二
種
類

の
異
本
を
採
用
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
西
川
厚
大
師
撰
『
経
音(23
)』

が
参
照
し
た
、
調
巻
方

法
の
異
な
る
六
十
一
巻
本
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
玄
応
『
一
切
経
音
義
』
が
基
づ
い
た

五
十
八
巻
本
で
あ
る
。
唐
代
か
ら
五
代
に
か
け
て
、『
十
誦
律
』
に
は
少
な
く
と
も
五
十

八
巻
本
と
二
種
類
の
六
十
一
巻
本
が
伝
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
、
十
世
紀
末
以
降
、
中
原
、
北
方
、
江
南
の
各
地
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
っ
た
写
本

大
蔵
経
に
基
づ
い
て
、
三
つ
の
代
表
的
な
刊
本
大
蔵
経
す
な
わ
ち
開
宝
蔵
、
契
丹
蔵
、
江

南
蔵
が
立
て
続
け
に
登
場
し
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
系
統
の
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
た
『
十
誦

律
』
の
テ
キ
ス
ト
は
や
は
り
多
種
多
様
で
あ
る
。
契
丹
蔵
本
は
、『
随
函
録
』
の
底
本
と

同
じ
系
統
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
六
十
一
巻
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
南
系
統
の
諸

蔵
に
入
っ
て
い
る
『
十
誦
律
』
は
六
十
一
巻
本
で
あ
る
が
、『
随
函
録
』
参
照
本
と
は
や

や
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
刊
本
大
蔵
経
の
三
系
統
の
中
で
も
開
宝
蔵
系
統
の
『
十
誦

律
』
は
極
め
て
特
異
で
あ
り
、
そ
の
調
巻
方
法
は
他
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
大
幅
に
違
う
だ

け
に
止
ま
ら
ず
、
同
じ
開
宝
蔵
系
統
に
属
す
る
前
期
本
と
後
期
本
と
の
間
で
す
ら
違
い
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
指
要
録
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
開
宝
蔵
の
初
期
本

は
六
十
巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
開
宝
蔵
本
の
『
十
誦
律
』
巻
四

十
七
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
高
麗
再
雕
蔵
本
の
巻
四
十
七
と
一
致
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
該
の
現
存
本
も
後
期
の
開
宝
蔵
本
で
あ
り
、
六
十
一
巻
本
の
中
の
一
巻
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
開
宝
蔵
の
初
期
本
の
形
態
を
留
め
て
い
る
は
ず
の
高
麗
初
雕

藏
本
『
十
誦
律
』
の
中
に
は
、
巻
数
を
塗
り
つ
ぶ
し
、
書
き
直
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
高
麗
初
雕
藏
本
『
十
誦
律
』
テ
キ
ス
ト
を
ど

う
扱
う
べ
き
か
、
筆
者
は
判
断
に
苦
し
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
こ
の
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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2

｢品
次
録
巻
二
十
」
参
照
本
の
全
体
的
構
成
の
特
徴

｢品
次
録
巻
二
十
」
は
『
十
誦
律
』
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
示
し
て

い
る
。右

此
十
誦
、
揔
六
十
一
卷
、
今
各
依
卷
目
段
次
、
隨
誦
配
之
。
此
揔
明
二
部
僧
尼
戒

法
〈
僧
戒
律
相
八
段
、「
受
具
足
」
下
幷
雜
一
十
六
段
相
。
尼
律
五
段
・
增
文
・
問

部
。
毗
尼
序
中
、
五
百
・
七
百
律
〉。

こ
れ
に
拠
れ
ば
、『
品
次
録
』
が
参
照
し
た
『
十
誦
律
』
は
六
十
一
巻
本
で
あ
り
、
全
体

と
し
て
、
①
僧
戒
律
相
八
段
・
雑
誦
、
②
尼
律
五
段
・
増
文
・
問
部
、
そ
し
て
③
毗
尼
序
、

と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
前
半
部
分
（
第
一
〜
第

六
誦
、
巻
一
〜
巻
四
十
一
）
は
、
僧
律
八
段
（
第
一
〜
第
五
誦
、
巻
一
〜
巻
三
十
五
）
す
な
わ

ち
「
四
波
羅
夷
法
｣・
｢十
三
僧
残
法
｣・
｢二
不
定
法
｣・
｢三
十
尼
薩
耆
法
｣・
｢九
十
波
逸

提
法
｣・
｢四
波
羅
提
提
舎
尼
法
｣・
｢衆
学
一
百
七
｣・
｢七
滅
諍
法
」、
並
び
に
雑
誦
（
第

六
誦
、
巻
三
十
六
〜
巻
四
十
一
）
を
説
く
。
②
中
盤
の
四
誦
（
巻
四
十
二
〜
巻
五
十
八
）
は
、

尼
律
五
段
（
第
七
誦
、
巻
四
十
二
〜
巻
四
十
六
）
す
な
わ
ち
「
八
波
羅
夷
法
｣・
｢十
七
僧

残
｣・
｢尼
薩
耆
｣・
｢単
提
法
一
百
七
十
八
戒
｣・
｢八
提
舎
尼
法
」、
並
び
に
増
文
二
段

（
第
八
誦
、
巻
四
十
七
〜
巻
五
十
）、
優
波
離
問
（
第
九
〜
第
十
誦
、
巻
五
十
一
〜
巻
五
十
八
）
か

ら
な
る
。
③
終
盤
は
、
毗
尼
序
四
品
（
巻
五
十
九
〜
巻
六
十
一
）
で
あ
る
。
な
お
、
十
誦
・

毗
尼
序
と
六
十
一
巻
の
分
巻
と
の
対
応
関
係
を
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
先
明
僧
戒
律
相
幷
雜
一
十
六
段
相

初
誦
：
六
卷
（
巻
一
〜
巻
六
）

二
誦
：
七
卷
（
巻
七
〜
巻
十
三
）

三
誦
：
七
卷
（
巻
十
四
〜
巻
二
十
）

四
誦
：
八
巻
（
巻
二
十
一
〜
巻
二
十
八
）

五
誦
：
七
卷
（
巻
二
十
九
〜
巻
三
十
五
）

六
誦
：
六
卷
（
巻
三
十
六
〜
巻
四
十
一
）

二
、
明
尼
律
五
段
・
增
文
・
問
部

第
七
誦
：
五
卷
（
巻
四
十
二
〜
巻
四
十
六
）

第
八
誦
：
四
卷
（
巻
四
十
七
〜
巻
五
十
）

第
九
誦
：
四
卷
（
巻
五
十
一
〜
巻
五
十
四
）

第
十
誦
：
四
卷
（
巻
五
十
五
〜
巻
五
十
八
）

三
、
毗
尼
序
：
三
卷
（
巻
五
十
九
〜
巻
六
十
一
）

以
上
が
、「
品
次
録
巻
二
十
」
が
参
照
し
た
『
十
誦
律
』
六
十
一
巻
本
（
以
下
、「
品
次

十
誦
」
と
略
称
す
る
）
の
全
体
的
構
成
と
調
巻
方
法
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
調
巻
方
法
は

『
随
函
録
』
が
参
照
し
た
『
十
誦
律
』（
以
下
、「
随
函
十
誦
」
と
略
称
す
る
）
と
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
が
、『
随
函
録
』
が
言
及
す
る
『
西
川
経
音
』
や
応
和
尚
『
経
音
義
』
が
参
照
し

た
テ
キ
ス
ト
、
更
に
は
現
存
す
る
刊
本
大
蔵
経
本
の
い
ず
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
刊
本

大
蔵
経
本
と
の
比
較
は
次
項
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
『
随
函
録
』
の
注
記
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
諸
異
本
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
『
随
函
録
』
に
現
れ
る
『
十

誦
律
』
の
異
本
注
記
を
ま
と
め
て
挙
げ
よ
う
。

第
五
十
五
卷
（
尾
題
云
五
十
八
、『
經
音
義
』
亦
以
此
卷
為
五
十
八
、
並
非
也
。）

第
五
十
八
卷
（
尾
題
云
六
十
、『
西
川
經
音
』
以
此
卷
為
六
十
一
、
並
非
也
。
應
和
尚
『
經

音
義
』
亦
以
此
卷
為
五
十
八
。『
經
音
義
』
五
十
八
頭
、
是
此
藏
五
十
五
卷
、
從
扙
鑽
豍

豆
刀
匣
湏
鑰
等
字
是
也
。『
經
音
義
』
五
十
八
尾
、
從
到
矴
捉
瑱
等
字
是
也
。『
西
川
經

音
』、
從
卅
八
直
至
部
終
、
並
槎
一
卷
、
失
次
也
。
此
藏
卅
九
直
至
六
十
一
而
失
次
。
此

乃
古
來
傳
寫
誤
錯
、
或
書
人
更
易
名
題
、
遂
致
失
次
耳
。）

第
五
十
九
卷
（
此
下
三
卷
是
律
序
、
此
是
上
卷
。『
經
音
義
』
以
此
卷
為
五
十
五
、
仍
不

（ 41 ）



載
。）

第
六
十
卷
（
律
序
卷
中
。『
經
音
義
』
以
此
卷
為
五
十
六
、
五
十
七
、
非
也
。
此
藏
只
是
一

卷
。）

第
六
十
一
卷
（
律
序
卷
下
。『
經
音
義
』
以
此
卷
為
五
十
七
、
非
也
。）

こ
れ
ら
の
異
本
注
記
か
ら
、
写
本
大
蔵
経
の
時
代
に
は
様
々
な
構
成
を
も
つ
『
十
誦

律
』
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
ず
、『
随
函
録
』
が
採
用
し
た

テ
キ
ス
ト
（「
随
函
十
誦
」）
は
「
品
次
十
誦
」
と
同
じ
構
成
の
六
十
一
巻
本
で
あ
る
が
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
の
巻
五
十
五
と
巻
五
十
八
の
尾
題
に
は
、
何
ら
か
の
異
本
か
ら
影
響
を
受

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
本
文
と
は
異
な
る
巻
数
（「
五
十
八
｣・
｢六
十
」）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
可
洪
は
『
随
函
録
』
を
撰
述
す
る
際
に
『
西
川
経
音
』・
応
和
尚
『
経
音
義
』（
玄

応
『
一
切
経
音
義
』。
以
下
、『
玄
応
音
義
』
と
略
称
す
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
音
義
書
を
参
照

し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
音
義
書
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
『
十
誦
律
』
を
参
照

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

『随
函
録
』
の
注
記
が
そ
の
存
在
を
伝
え
る
『
十
誦
律
』
の
諸
異
本
は
、「
随
函
十
誦
」

や
「
品
次
十
誦
」
と
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
巻
五
十
五
以
降
の
巻
次
が
三
巻
ず
つ
繰
り

下
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
智
昇
が
『
開
元
録
』
で
指
摘
し
た
『
十
誦
律
』
が
抱
え
る

調
巻
上
の
問
題
点
を
想
起
し
て
も
ら
い
た
い
。
智
昇
は
、『
十
誦
律
』
の
テ
キ
ス
ト
の
中

に
は
、
正
し
く
は
末
尾
（
巻
五
十
九
〜
巻
六
十
一
）
に
置
く
べ
き
「
毘
尼
序
」
三
巻
を
、
間

違
え
て
第
九
誦
（
巻
五
十
〜
巻
五
十
四
）
と
第
十
誦
（
巻
五
十
五
〜
巻
五
十
八
）
と
の
間
（
巻

五
十
五
〜
巻
五
十
七
）
に
収
録
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
指
摘
を
考
慮
に
入
れ

れ
ば
、『
随
函
録
』
が
言
及
す
る
諸
異
本
が
巻
五
十
五
以
降
の
巻
次
を
三
つ
ず
つ
繰
り
下

げ
て
い
る
理
由
は
「
毘
尼
序
」
三
巻
を
第
九
誦
（
巻
五
十
〜
巻
五
十
四
）
の
直
後
に
配
置
し

た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
随
函
録
』
の
注
記
に
現
れ
る
諸
異
本
は
か

つ
て
智
昇
が
批
判
し
た
テ
キ
ス
ト
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
ら
の
諸
異
本
は
「
毘
尼
序
」
三
巻
を
第
九
誦
と
第
十
誦
と
の
間
に
配
列
し
て
い
る

点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
調
巻
方
法
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
一
様
で

は
な
い
。
例
え
ば
、『
西
川
経
音
』
が
採
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
「
毗
尼
序
」
の
配
置
こ
そ

違
う
も
の
の
、
各
巻
の
分
け
方
や
全
六
十
一
巻
と
い
う
総
巻
数
に
お
い
て
は
、「
随
函
十

誦
」
及
び
「
品
次
十
誦
」
と
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
。

一
方
、『
玄
応
音
義
』
の
場
合
は
、
や
や
複
雑
で
あ
る
。『
随
函
録
』
の
注
記
か
ら
読
み

取
れ
る
情
報
に
よ
る
限
り
、『
玄
応
音
義
』
が
参
照
し
た
『
十
誦
律
』
は
五
十
八
巻
本
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
本
が
「
毗
尼
序
」
を
第
十
誦
の
前
に
置
い
て
い
た

な
ら
ば
、「
随
函
十
誦
」
や
「
品
次
十
誦
」
の
第
五
十
八
巻
が
同
本
に
と
っ
て
の
最
終
巻

に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
、
そ
こ
に
は
「
五
十
八
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
同
本
は
全
体
と
し
て
五
十
八
巻
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
、『
玄
応
音
義
』

参
照
本
の
調
巻
方
法
が
特
異
で
あ
る
の
は
、
同
本
の
巻
五
十
八
に
「
随
函
十
誦
」
及
び

「
品
次
十
誦
」
の
第
十
誦
に
相
当
す
る
四
巻
（
巻
五
十
五
〜
巻
五
十
八
）
を
す
べ
て
包
括
さ

せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
随
函
十
誦
」
巻
五
十
八
の
注
記
に
よ
れ
ば
、『
玄
応
音
義
』
参

照
本
の
巻
五
十
八
の
冒
頭
に
は
「
扙
鑽
・
豍
豆
・
刀
匣
・
湏
鑰
等
字
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

「
随
函
十
誦
」
の
巻
五
十
五
に
現
れ
る
語
句
と
さ
れ
、
ま
た
同
巻
の
末
尾
は
「
到
矴
・
捉

瑱
等
字
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
到
矴
」、「
捉
瑱
」
は
い
ず
れ
も
「
随
函

十
誦
」
と
「
品
次
十
誦
」
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
五
十
八
に
見
え
る
語
句
だ
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
『
随
函
録
』
の
注
記
に
基
づ
い
て
復
元
さ
れ
る
五
十
八
巻
本
の
調
巻
方

法
で
あ
り
、
こ
れ
と
現
存
す
る
高
麗
再
雕
藏
本
『
玄
応
音
義
』
か
ら
読
み
取
れ
る
『
十
誦

律
』
の
調
巻
と
は
か
な
り
異
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、「
随
函
十
誦
」
巻
五
十
五
と
巻
五
十
八
の
尾
題
に
そ
れ
ぞ
れ
「
五
十
八
」
と
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「
六
十
」
と
標
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
尾
題
の
標
記
に
影
響
を
与
え
た
異

本
は
六
十
巻
本
で
あ
り
、
そ
の
巻
五
十
九
は
「
随
函
十
誦
」
と
「
品
次
十
誦
」
そ
れ
ぞ
れ

の
巻
五
十
六
及
び
巻
五
十
七
の
二
巻
に
相
当
す
る
、
と
推
測
で
き
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
の
調
巻
方
法
の
特
徴
は
高
麗
再
雕
蔵
本
『
玄
応
音
義
』
巻
十
五
が
参
照
し
て
い
る
『
十

誦
律
』
六
十
巻
本
の
構
成
と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
。
ま
ず
「
毗
尼
序
」
は
第
十
誦
の
直

前
で
あ
る
巻
五
十
五
か
ら
巻
五
十
七
ま
で
の
三
巻
に
収
め
ら
れ
、
更
に
巻
五
十
八
は
「
随

函
十
誦
」
と
「
品
次
十
誦
」
の
巻
五
十
五
に
当
た
り
、
巻
六
十
は
そ
れ
ら
の
巻
五
十
八
に

相
当
す
る
。『
玄
応
音
義
』
に
は
巻
五
十
九
に
現
れ
る
語
句
に
対
す
る
音
義
釈
が
な
い
の

で
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
前
後
二
巻
の
収
録
状
況
か
ら
、
六
十
巻
本
の
巻
五
十
九
は

「
品
次
十
誦
」
等
の
巻
五
十
六
と
巻
五
十
七
の
二
巻
に
相
当
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ど

う
や
ら
、『
玄
応
音
義
』
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
と
十
世
紀
に
可
洪
が
実
見
し
た
も
の
と

は
、
少
な
く
と
も
『
十
誦
律
』
に
関
連
す
る
箇
所
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。3

刊
本
大
蔵
経
本
『
十
誦
律
』
と
の
詳
細
な
比
較

前
項
で
は
、「
品
次
十
誦
」
及
び
「
随
函
十
誦
」
と
、『
随
函
録
』
の
異
本
注
記
に
拠
っ

て
復
元
し
た
写
本
大
蔵
経
時
代
の
『
十
誦
律
』
と
を
比
較
し
た
。
本
項
で
は
、「
品
次
録

巻
二
十
」
に
基
づ
い
て
北
方
系
統
の
写
本
大
蔵
経
本
『
十
誦
律
』
の
構
成
を
復
元
し
た
上

で
、
現
存
す
る
諸
刊
本
大
蔵
経
本
『
十
誦
律
』
と
詳
し
く
比
較
し
た
い
。

｢品
次
録
巻
二
十
」
は
参
照
し
た
六
十
一
巻
本
の
調
巻
・
内
容
上
の
分
節
、
各
巻
・
各

節
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
字
句
、
紙
数
を
細
か
く
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
図
表
で
示

せ
ば
、【
附
表
2
】
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
同
表
に
基
づ
き
な
が
ら
、「
品
次
十
誦
」
と

現
存
す
る
代
表
的
な
刊
本
大
蔵
経
本
『
十
誦
律
』
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。
ま
ず
、「
品

次
十
誦
」
が
「
随
函
十
誦
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
り
、

『
尼
陀
那
目
得
迦
』
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
る
と
、
契
丹
蔵

本
『
十
誦
律
』
が
「
品
次
十
誦
」
や
「
随
函
十
誦
」
と
同
じ
北
方
系
統
大
蔵
経
の
系
譜
を

受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
者
は
同
じ
構
成
を
も
っ
て
い
た
、
と
一
応
は

予
想
さ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
北
方
系
統
本
の
テ
キ
ス
ト
と
構
成
が
最
も
近
い
の
は
、
江
南
蔵
系
統
本

『
十
誦
律
』
で
あ
る
。
江
南
蔵
系
統
本
は
六
十
一
巻
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
内
容
は
全
体
と

し
て
十
誦
五
十
八
巻
と
毗
尼
序
三
巻
か
ら
な
り
、
各
誦
の
巻
数
や
配
列
も
す
べ
て
「
品
次

十
誦
」
と
一
致
し
て
い
る
。
但
し
、
調
巻
方
法
の
違
い
が
三
箇
所
だ
け
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
一
つ
は
、
第
三
誦
の
最
終
巻
に
当
た
る
巻
二
十
に
お
い
て
、「
品
次
十
誦
」
で
は
僧

律
の
第
七
「
衆
学
一
百
七
」
の
途
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
江
南
蔵
本
で
は
や
や
遅
れ

て
第
八
の
「
七
滅
諍
法
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
な
お
、
両
本
共
に
、
巻
二
十
の
末

尾
は
同
じ
で
あ
る
。
次
の
一
箇
所
は
、
第
九
誦
の
最
終
巻
に
当
た
る
巻
五
十
四
に
お
い
て
、

江
南
蔵
系
統
本
は
優
波
離
問
部
で
あ
る
第
九
誦
の
第
二
「
問
拘
舎
弥
法
」
か
ら
始
ま
る
が
、

「
品
次
十
誦
」
は
少
し
遅
れ
て
第
三
の
「
問
瞻
波
法
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
最
後

の
一
箇
所
は
、
第
十
誦
の
二
巻
目
に
当
た
る
巻
二
十
六
に
お
い
て
、「
品
次
十
誦
」
は

「
問
雑
事
」
の
「
羯
磨
治
儐
及
行
法
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
が
、
江
南
蔵
系
統
本
は

少
し
遅
れ
て
「
羯
磨
治
儐
及
行
法
」
の
「
行
法
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
江
南
蔵

本
巻
五
十
六
と
後
述
す
る
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
五
十
七
は
同
じ
箇
所
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

開
宝
蔵
系
統
の
『
十
誦
律
』
の
テ
キ
ス
ト
は
実
に
複
雑
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

『
指
要
録
』
か
ら
窺
わ
れ
る
開
宝
蔵
初
期
本
の
構
成
と(24)開
宝
蔵
後
期
本
を
底
本
と
す
る
高

麗
再
雕
蔵
本
の
構
成
と
を
比
較
す
る
と
、
一
箇
所
だ
け
に
顕
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、『
十
誦
律
』
所
収
の
「
毘
尼
序
」
は
古
く
か
ら
三
巻
（
巻
五
十
九
〜
巻
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六
十
一
）
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、『
指
要
録
』
参
照
本
で
は
「
毘
尼
序
」
の
三

巻
は
ま
と
め
て
巻
六
十
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
高
麗
再
雕
蔵
本
は
「
毘
尼

序
」
の
一
巻
目
を
巻
六
十
と
し
、
残
り
の
二
巻
を
併
せ
て
巻
六
十
一
に
収
め
て
い
る
。
そ

の
た
め
、『
指
要
録
』
所
収
本
は
六
十
巻
本
で
あ
り
、
高
麗
再
雕
蔵
本
は
六
十
一
巻
本
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
毘
尼
序
」
の
調
巻
の
違
い
を
除
け
ば
、
両
者
の
構
成
は
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
。

一
方
、
開
宝
蔵
系
統
本
と
「
品
次
十
誦
」
等
の
北
方
系
統
の
写
本
大
蔵
経
本
の
構
成
と

を
比
べ
る
と
、
多
く
の
相
違
点
が
発
見
さ
れ
る
。
ま
ず
、
初
誦
の
六
巻
の
中
で
は
、
巻
四

の
始
ま
り
が
違
っ
て
い
る
。「
品
次
十
誦
」
巻
四
は
僧
律
の
第
二
「
十
三
僧
残
法
」
の
第

八
事
か
ら
始
ま
る
が
、
開
宝
蔵
系
統
本
は
第
七
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
第
二

誦
か
ら
第
六
誦
ま
で
（
巻
七
〜
巻
四
十
一
）
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
両
本
の
調
巻
の
違

い
の
ほ
と
ん
ど
は
第
七
誦
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
品
次
十
誦
」
の
巻
四
十
三
は
尼

律
第
三
「
尼
薩
耆
」
か
ら
始
ま
り
、
第
四
「
単
提
法
一
百
七
十
八
戒
」
の
九
十
二
事
ま
で

を
収
録
し
て
い
る
。
一
方
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
四
十
三
は
尼
律
第
二
「
十
七
僧
残
」
の

途
中
か
ら
始
ま
り
、
第
三
「
尼
薩
耆
」
の
第
二
十
七
事
で
終
わ
っ
て
い
る
。
次
に
、「
品

次
十
誦
」
は
巻
四
十
四
に
「
単
提
法
」
の
九
十
三
事
か
ら
百
二
十
二
事
ま
で
で
あ
り
、
巻

四
十
五
に
は
百
五
十
二
事
ま
で
を
収
め
て
い
る
。
一
方
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
四
十
四
は

「
尼
薩
耆
」
第
二
十
八
事
か
ら
「
単
提
法
」
の
九
十
六
事
ま
で
を
、
巻
四
十
五
は
九
十
七

事
か
ら
百
二
十
二
事
ま
で
を
、
そ
し
て
巻
四
十
六
は
百
五
十
二
事
ま
で
を
収
録
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
以
降
は
、「
品
次
十
誦
」
と
開
宝
蔵
系
統
本
と
で
は
す
べ
て
の
巻
次
が
一

つ
ず
つ
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
品
次
十
誦
」
の
第
七
誦
は
そ
の
五
巻
目
で
あ
る
巻
四
十

六
で
終
わ
り
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
第
七
誦
は
そ
の
六
巻
目
と
な
る
巻
四
十
七
で
終
わ
っ
て

い
る
。

第
八
誦
に
関
し
て
は
、「
品
次
十
誦
」
の
巻
四
十
八
は
増
一
法
の
途
中
か
ら
始
ま
る
が
、

開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
四
十
九
は
増
三
法
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
た
だ
、
こ
の
違
い
を
除
け

ば
、
第
八
誦
の
諸
巻
は
巻
次
こ
そ
一
つ
ず
つ
ず
れ
て
は
い
る
が
、
分
巻
方
法
に
大
き
な
相

違
は
認
め
ら
れ
な
い
。
次
の
第
九
誦
は
、「
品
次
十
誦
」
の
巻
五
十
三
は
「
不
問
四
提
舎

尼
及
衆
学
」
か
ら
始
ま
る
が
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
五
十
四
は
問
第
四
誦
中
の
「
問
受
戒

法
一
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
続
い
て
、「
品
次
十
誦
」
巻
五
十
四
は
問
第
五
誦
中
の

「
問
瞻
波
法
三
」
か
ら
始
ま
る
が
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
五
十
五
は
問
第
五
誦
中
の
「
問

順
行
法
五
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
第
十
誦
は
、「
品
次
十
誦
」
の
巻
五
十
六
は
「
羯
磨

治
儐
及
行
法
」
か
ら
始
ま
る
が
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
五
十
七
は
そ
の
途
中
の
「
行
法
」

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、「
品
次
十
誦
」
の
巻
五
十
八
は
四
波
羅
夷
「
殺
戒
巻
」

か
ら
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
巻
五
十
九
は
「
殺
戒
巻
」
の
途
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
最
後

の
「
毘
尼
序
」
は
、「
品
次
十
誦
」
は
巻
五
十
九
か
ら
最
後
の
巻
六
十
一
ま
で
で
あ
る
が
、

初
期
の
開
宝
蔵
本
は
全
体
を
巻
六
十
の
一
巻
に
、
そ
し
て
後
期
の
開
宝
蔵
系
統
本
は
巻
六

十
と
巻
六
十
一
の
二
巻
に
収
録
し
て
い
る
。

以
上
、『
十
誦
律
』
の
全
体
構
成
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
品
次
十
誦
」
と
刊
本

大
蔵
経
本
と
の
異
同
を
検
討
し
て
き
た
。
前
項
で
検
討
し
た
写
本
大
蔵
経
の
テ
キ
ス
ト
は
、

「
品
次
十
誦
」
と
「
随
函
十
誦
」
以
外
は
、
い
ず
れ
も
「
毘
尼
序
」
を
第
九
誦
と
第
十
誦

と
の
間
に
配
置
し
て
い
る
。
一
方
、
本
項
で
検
討
し
た
刊
本
大
蔵
経
本
は
、「
毘
尼
序
」

を
第
十
誦
の
後
に
配
置
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
み
な
一
致
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の

一
つ
の
共
通
点
を
除
け
ば
、
他
の
諸
巻
の
調
巻
方
法
に
は
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
全

体
と
し
て
、「
品
次
十
誦
」
は
「
随
函
十
誦
」
と
最
も
近
く
、
こ
の
二
本
は
契
丹
蔵
と
同

じ
北
方
系
統
写
本
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
北
方
系
統
写
本
大
蔵
経
の
テ
キ
ス
ト
に
系
譜
的
に
最
も
近
い
の
は
江
南
蔵
系
統
の
刊
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本
大
蔵
経
蔵
本
で
あ
り
、「
品
次
十
誦
」
と
「
随
函
十
誦
」
の
二
本
と
比
べ
る
と
、
違
い

が
三
箇
所
に
見
ら
れ
る
他
は
、
テ
キ
ス
ト
の
全
体
構
成
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
開
宝
蔵
系
統
本
の
調
巻
方
法
は
複
雑
で
あ
る
上
に
、
江
南
蔵
本
と
北
方
系
統
本
の

い
ず
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
筆
者
に
は
、『
十
誦
律
』
に
こ
の
よ
う
に
多
様
な

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
た
理
由
は
摑
み
切
れ
て
い
な
い
。

4

契
丹
蔵
本
『
十
誦
律
』
の
本
文
内
容

契
丹
蔵
本
『
十
誦
律
』
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
本
文
内
容
の
特
徴
を
知
る
手
掛

か
り
は
、
高
麗
再
雕
蔵
の
編
集
作
業
を
率
い
た
守
其
等
の
『
校
正
別
録
』
の
中
に
あ
る
。

『
校
正
別
録
』
巻
二
十
は
、
契
丹
蔵
本
と
開
宝
蔵
本
の
そ
れ
ぞ
れ
が
収
録
す
る
『
十
誦
律
』

巻
五
に
は
顕
著
な
相
違
が
三
箇
所
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

ほ
ぼ
同
文
の
指
摘
が
高
麗
再
雕
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
五
の
末
尾
に
も
見
え
る
。
更
に
、
大

正
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
五
の
「
校
注
」
に
よ
れ
ば
、
底
本
で
あ
る
高
麗
再
雕
蔵
本
と
校
本

と
し
た
宋
思
渓
蔵
本
等
と
の
間
に
は
、『
校
正
別
録
』
が
指
摘
し
た
三
箇
所
以
外
に
も
、

顕
著
な
相
違
が
二
箇
所
に
存
在
し
て
い
る
。
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高
麗
蔵
本
『
校
正
別
録
』
巻
二
十

大
正
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
五

大
正
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
五
「
校
注
」

此
巻
第
二
十
六
張
第
二
行
、「
夜
提
」
之
下
、
乃
至
「
三
十
日
皆

如
上
説
」
者
、
丹
本
無
此
中
九
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足

衣
」
乃
至
「
至
三
十
日
地
了
時
尼
薩
耆
波
夜
提
」
等
、
凡
九
十

一
行
文
、
国
本
・
宋
本
並
無
者
、
今
依
丹
本
亜
而
足
之
。（
下
略
）

（CBET
A
, K
38, no.1402, p.647, b21-c3

）

（
※
契
丹
蔵
本
は
、
千
二
百
八
十
七
字
、
多
い
）

此
巻
第
二
十
六
張
第
二
行
、「
夜
提
」
之
下
、
乃
至
「
三
十
日
皆

如
上
説
」
者
、
丹
本
無
此
中
九
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足

衣
」
乃
至
「
至
三
十
日
地
了
時
尼
薩
耆
波
夜
提
」
等
、
凡
九
十

一
行
文
、
国
本
・
宋
本
並
無
者
、
今
依
丹
本
亜
而
足
之
。

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.42, a1-5

）

（
※
大
正
蔵
本
『
十
誦
律
』
は
、
高
麗
再
雕
蔵
本
を
底
本
と
し
て
い
る
）

（
又
比
丘
…
尼
薩
波
夜
提
）
一
千
二
百
六
十
九
字
＝（
十
二
日
乃

至
三
十
日
皆
如
上
説
）
十
二
字
【
宋
】【
元
】【
明
】

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.35,　

注
4
）

（
※
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
千
二
百
五
十
七
字
、
多
い
）

同
巻
二
十
七
張
第
十
三
行
、
即
今
正
本
三
十
一
張
第
十
三
行
、

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」
之
下
、「
十
二
日
乃
至
三
十
日
亦
如
上
説
」

者
、
丹
本
無
此
中
十
二
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足
衣
、
停

更
望
得
」
乃
至
「
至
三
十
日
地
了
時
、
尼
薩
耆
波
夜
提
」
等
、

凡
九
十
二
行
、
国
本
・
宋
本
並
無
者
、
今
依
丹
本
亜
而
足
之
。

（
下
略
）

（CBET
A
, K
38, no.1402, p.649, a4-10

）

（
※
契
丹
蔵
本
は
、
千
二
百
八
十
七
字
、
多
い
）

同
巻
二
十
七
張
第
十
三
行
、
即
今
正
本
第
三
十
一
張
第
十
三
行
、

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」
之
下
、「
十
二
日
乃
至
三
十
日
亦
如
上
説
」

者
、
丹
本
無
此
中
十
二
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足
衣
、
停

更
望
得
」
乃
至
「
至
三
十
日
地
了
時
、
尼
薩
耆
波
夜
提
」
等
、

凡
九
十
二
行
文
、
国
本
・
宋
本
並
無
者
、
今
依
丹
本
亜
而
足
之
。

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.42, A

6-12

）

（
又
比
丘
…
尼
薩
耆
波
夜
提
）
一
千
二
百
六
十
九
字
＝（
十
二
日

乃
至
三
十
日
亦
如
上
説
）
十
二
字
【
宋
】【
元
】【
明
】

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.36,　

注
3
）

（
※
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
千
二
百
五
十
七
字
、
多
い
）

同
巻
第
二
十
九
張
第
四
行
、
即
今
正
本
第
三
十
七
張
第
四
行

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」
之
下
「
十
二
日
乃
至
三
十
日
皆
如
上
説
」
者
、

丹
本
無
此
中
十
二
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足
衣
」
乃
至

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」（
等
）、
凡
九
十
七
行
、
国
本
・
宋
本
所
無
者
、

同
巻
第
二
十
九
張
第
四
行
、
即
今
正
本
第
三
十
七
張
第
四
行

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」
之
下
「
十
二
日
乃
至
三
十
日
皆
如
上
説
」
者
、

丹
本
無
此
中
十
二
字
、
而
有
「
又
比
丘
得
不
具
足
衣
」
乃
至

「
尼
薩
耆
波
夜
提
」
等
、
凡
九
十
七
行
文
、
国
本
・
宋
本
所
無
者
、 （

又
比
丘
…
尼
薩
耆
波
夜
提
）
一
千
三
百
四
十
一
字
＝（
十
二
日

乃
至
三
十
日
皆
如
上
説
）
十
二
字
【
宋
】【
元
】【
明
】

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.37,　

注
4
）

（
※
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
千
三
百
二
十
九
字
、
多
い
）



『校
正
別
録
』
の
校
正
注
記
に
基
づ
け
ば
、
契
丹
蔵
本
の
『
十
誦
律
』
巻
五
に
は
、
開

宝
蔵
本
や
高
麗
初
雕
蔵
本
と
比
べ
る
と
計
三
箇
所
に
顕
著
な
違
い
が
あ
り
、
ま
た
後
の
二

本
よ
り
も
計
三
千
九
百
三
十
五
字
多
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
一
方
、
高
麗
再
雕
蔵
本

（
大
正
蔵
本
）
は
、
江
南
蔵
系
統
の
思
渓
蔵
本
等
と
比
べ
る
と
、
上
述
の
三
箇
所
の
他
に
、

更
に
二
箇
所
の
相
違
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
計
五
箇
所
の
違
い
を
総
合
す
れ
ば
、
後
者
よ
り

計
五
千
百
二
十
四
字
も
増
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
開
宝
蔵
本

を
底
本
と
し
な
が
ら
、
契
丹
蔵
本
の
影
響
も
受
け
て
い
る
高
麗
再
雕
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻

五
の
文
字
数
は
、
計
一
万
七
千
五
百
二
十
一
字
に
上
る
。
一
方
、「
品
次
録
巻
二
十
」
に

よ
れ
ば
、『
十
誦
律
』
の
巻
五
は
「
仏
在
王
舎
城
爾
時
六
群
比
丘
」
と
い
う
字
句
で
始
ま

っ
て
「
皆
着
納
衣
三
事
竟
」
と
い
う
字
句
で
終
わ
り
、
紙
数
は
計
「
三
十
六
紙
十
五
行
」

に
上
る
。「
品
次
十
誦
」
の
一
紙
は
二
十
八
行
か
ら
な
る
の
で
、
一
行
十
七
文
字
で
計
算

す
れ
ば
、「
三
十
六
紙
十
五
行
」
は
お
お
よ
そ
一
万
七
千
三
百
九
十
一
文
字
に
な
る
。
こ

の
字
数
は
、
現
存
す
る
諸
刊
本
の
中
で
は
、
契
丹
蔵
本
に
基
づ
き
な
が
ら
少
な
く
と
も
四

千
字
近
く
は
増
補
さ
れ
て
い
る
高
麗
再
雕
蔵
本
の
字
数
と
最
も
近
接
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

巻
五
の
文
字
数
に
着
目
し
て
検
討
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、「
品
次
十
誦
」
は
や
は
り
契

丹
蔵
本
と
最
も
近
接
し
て
い
る
、
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、「
品
次
十
誦
」
と
契
丹
蔵
本
『
十
誦
律
』
と
の
近
似
性
を
裏
付
け
る
証
拠
を

更
に
二
点
ほ
ど
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、「
品
次
十
誦
」
巻
三
十
一
に
は
「
苦

切
羯
磨
法
第
四
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
箇
所
を
見
る

と
、
高
麗
再
雕
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
三
十
一
で
は
「
八
法
中
般
茶
盧
伽
法
第
四
」
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
直
後
に
「
丹
本
云
『
八
法
中
苦
切
羯
磨
法
第
四
之
初
』」（
CBET
A
,T
23,

no.1435,p.221,a18-19）
と
い
う
異
本
注
記
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、『
大
正

蔵
』
の
校
注
に
よ
れ
ば
、「
八
法
中
般
茶
盧
伽
法
第
四
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
思
渓

蔵
本
に
も
見
え
る
が
、
元
普
寧
蔵
本
と
明
嘉
興
蔵
本
で
は
「
八
法
中
那
般
茶
盧
伽
法
第
四
、
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今
依
丹
本
亜
而
足
之
。
又
為
看
旧
国
・
宋
蔵
者
、
具
録
其
文
于

左
。（
下
略
）

（CBET
A
, K
38, no.1402, p.650, b11-18

）

（
※
契
丹
蔵
本
は
、
千
三
百
六
十
一
字
、
多
い
）

今
依
丹
本
亜
而
足
之
。

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.42, a13-18

）

（
言
及
な
し
）

（
言
及
な
し
）

（
又
比
丘
…
不
足
者
留
）
一
千
二
十
一
字
＝（
十
二
日
乃
至
三
十

日
皆
如
上
説
）
十
二
字
【
宋
】【
元
】【
明
】

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.40,　

注
6
）

（
※
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
千
九
字
多
い
）

（
言
及
な
し
）

（
言
及
な
し
）

〔
此
巻
…
足
之
〕
二
百
七
十
二
字
│

【
宋
】【
元
】【
明
】

（CBET
A
, T
23, no.1435, p.42,　

注
1
）

（
※
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
二
百
七
十
二
字
、
多
い
）

※
上
掲
の
三
箇
所
を
併
せ
て
、
契
丹
蔵
本
は
、
開
宝
蔵
本
よ
り
、

計
三
千
九
百
三
十
五
字
、
多
い
。

※
高
麗
再
雕
蔵
本
巻
五
の
総
字
数
は
、
計
一
万
七
千
五
百
二
十

一
字
で
あ
る
。

※
上
記
の
五
箇
所
を
併
せ
て
、
高
麗
再
雕
蔵
本
は
、
宋
版
等
よ

り
、
計
五
千
百
二
十
四
字
、
多
い
。



亦
云
苦
切
羯
磨
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
の
聖
語
蔵
本
の
巻
三
十
一
に
は
「
白
病

法
上
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
諸
本
の
中
で
「
苦
切
羯
磨
法
第
四
」
と
表
記
す
る
の
は
「
品

次
十
誦
」
と
契
丹
蔵
本
の
み
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、「
品
次
十
誦
」
巻
三
十
三
に
「
順
行
法
第
五
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

が
見
え
る
。
高
麗
再
雕
蔵
本
巻
三
十
三
の
該
当
箇
所
に
は
「
八
法
中
僧
残
悔
法
之
余
」
と

あ
り
、
そ
の
直
後
に
「
丹
本
云
『
八
法
中
順
行
法
第
五
』」（
CBET
A
,T
23,no.1435,p.236,

c15）
と
い
う
異
本
注
記
が
見
え
る
。『
大
正
蔵
』
の
校
注
に
よ
れ
ば
、「
八
法
中
僧
残
悔

法
之
余
」
と
い
う
箇
所
を
、
開
元
寺
蔵
本
と
思
渓
蔵
本
は
「
八
法
順
行
法
」、
元
普
寧
蔵

本
・
明
嘉
興
蔵
本
は
「
八
法
順
行
法
第
六
」
と
す
る
が
、
日
本
の
聖
語
蔵
本
だ
け
が
「
順

行
法
第
五
」
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
諸
本
の
中
で
「
順
行
法
第
五
」
と
表
記
し
て
い
る

の
は
「
品
次
十
誦
」
と
契
丹
蔵
本
、
そ
し
て
聖
語
蔵
本
の
三
種
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
の
全
体
的
構
成
の
み
な
ら
ず
、『
十
誦
律
』
巻
五
全
体
の
文

字
数
、
そ
し
て
巻
三
十
一
と
巻
三
十
三
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
標
記
内
容
に
注
目
し
た
結
果

に
お
い
て
も
、「
品
次
十
誦
」
と
契
丹
蔵
本
と
の
間
に
は
他
の
諸
刊
本
が
及
ば
な
い
ほ
ど

の
共
通
点
と
近
接
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

5

ま
と
め

以
上
、「
品
次
十
誦
」
と
他
の
『
十
誦
律
』
諸
本
、
特
に
契
丹
蔵
本
『
十
誦
律
』
と
の

関
係
を
探
る
た
め
に
、「
品
次
十
誦
」
か
ら
復
元
し
得
る
『
十
誦
律
』
テ
キ
ス
ト
の
全
体

的
構
成
と
、
経
録
・
音
義
書
か
ら
復
元
さ
れ
る
写
本
大
蔵
経
時
代
の
『
十
誦
律
』
や
現
存

す
る
刊
本
大
蔵
経
本
の
構
成
と
を
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
写
本
大
蔵
経
時
代
の
テ

キ
ス
ト
に
は
数
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
も
の
の
、「
品
次
十
誦
」
と
「
随
函
十

誦
」
を
除
く
と
、
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ
も
「
毘
尼
序
」
を
第
九
誦
と
第
十
誦
と

の
間
に
配
置
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
一
方
、
現
存
す
る
刊
本
大
蔵
経
本
は
す
べ
て
、

「
品
次
十
誦
｣・
｢随
函
十
誦
」
と
同
様
に
、「
毘
尼
序
」
を
第
十
誦
の
後
に
配
置
し
て
い
る

が
、
他
の
諸
巻
の
調
巻
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
齟
齬
が
見
受
け
ら
れ
た
。

『十
誦
律
』
諸
本
が
も
つ
全
体
的
構
成
の
多
様
性
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
た
結
果
、

「
品
次
十
誦
」
は
「
随
函
十
誦
」
と
だ
け
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
両
者
の
近
似
性
は
唐
末
五
代
の
北
方
系
統
の
写
本
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
を
反

映
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
同
じ
系
譜
に
属
す
る
写
本
大
蔵
経
本
を
底
本
と
し
て
成
立
し

た
契
丹
蔵
本
に
も
同
じ
特
徴
が
受
け
継
が
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、『
校

正
別
録
』
に
基
づ
い
て
契
丹
蔵
本
『
十
誦
律
』
巻
五
の
テ
キ
ス
ト
の
構
成
と
内
容
を
復
元

し
た
上
で
、「
品
次
十
誦
」
と
比
較
し
た
結
果
、
両
本
の
間
に
だ
け
存
在
す
る
共
通
点
が

確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。

『十
誦
律
』
諸
本
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
は
、
前
節
で
『
尼
陀
那
目
得
迦
』
の
考

察
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
と
も
一
致
す
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
に
基
づ
け
ば
、『
品
次

録
』、『
随
函
録
』、
そ
し
て
契
丹
蔵
本
の
三
本
の
間
に
だ
け
見
ら
れ
る
共
通
点
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
三
本
が
共
に
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
北
方
地
域
に

伝
存
し
て
い
た
写
本
大
蔵
経
の
特
徴
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
、
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
北
方
系
統
の
大
蔵
経
間
の
関
係
性
を
理
解
で
き
れ
ば
、
契
丹
蔵
の
『
入
蔵

録
』
が
、
や
は
り
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
開
元
録
』
や
こ
れ
を
受
け
継
ぐ

『
続
開
元
録
』
や
『
開
元
広
品
歴
章
』
で
は
な
く
、『
貞
元
録
』
を
受
け
継
い
で
成
立
し
た

『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
そ
の
正
蔵
目
録
と
し
て
採
用
し
た
理
由
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
参
照
し
た
写
本
大
蔵
経
こ
そ
が
、
契

丹
蔵
の
底
本
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
写
本
大
蔵
経
と
、
系
譜
的
に
も
、
構
造
的

に
も
、
最
も
近
接
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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結

論

本
論
文
で
は
、
高
麗
初
雕
蔵
本
に
だ
け
保
存
さ
れ
て
き
た
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次

録
』
巻
二
十
と
い
う
新
し
い
資
料
に
注
目
し
、
同
録
は
覚
苑
が
撰
述
し
た
契
丹
蔵
『
入
蔵

録
』
の
拠
り
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

従
来
、
特
に
『
一
切
経
源
品
次
録
』
の
テ
キ
ス
ト
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
の
長
い
間
、

『
一
切
経
源
品
次
録
』
と
『
開
元
広
品
歴
章
』
と
い
う
二
つ
の
目
録
が
混
同
さ
れ
る
よ
う

な
状
況
が
続
い
て
き
た
。
そ
の
混
同
は
、
北
宋
伝
法
院
の
惟
浄
等
が
撰
述
し
た
『
天
聖
総

録
』
が
『
開
元
広
品
歴
章
』
に
対
す
る
注
記
と
し
て
、
な
ぜ
か
『
一
切
経
源
品
次
録
』
に

関
す
る
内
容
を
記
入
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
の
誤
記
或
い
は
混
乱
に
ミ
ス
リ
ー

ド
さ
れ
て
、
塚
本
善
隆
氏
も
ま
た
『
天
聖
総
録
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
『
開
元
広
品
歴

章
』
と
は
実
際
に
は
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
文
で
考
察
し
た
結
果
、
従
梵
の
『
一
切
経
源
品
次
録
』
は
主
と
し
て

遼
・
金
と
い
っ
た
北
方
領
域
に
伝
わ
っ
て
契
丹
蔵
に
も
収
録
さ
れ
た
が
、
し
か
し
中
原
と

南
方
の
北
宋
国
内
で
は
わ
ず
か
に
書
名
の
み
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
た
め
に
『
開
元

広
品
歴
章
』
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
開
宝
蔵

に
は
終
始
入
蔵
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
高
麗
初
雕
蔵

に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
高
麗
初
雕
藏
の
成
立
過
程
に
は
開
宝
蔵
の
み
な
ら

ず
、
契
丹
蔵
も
看
過
で
き
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
、
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
後
、
高
麗
再
雕
蔵
の
編
集
チ
ー
ム
は
『
一
切
経
源
品
次

録
』
は
大
蔵
経
の
閲
覧
者
に
と
っ
て
は
無
益
で
あ
る
と
判
断
し
、
同
録
を
排
除
し
て
、
そ

の
代
わ
り
に
『
校
正
目
録
』
を
収
録
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
流
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
開
宝
蔵
は
『
開
元
広
品
歴
章
』
三
十
巻
を
収
録
し
、
こ

れ
に
対
し
て
契
丹
蔵
は
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
を
収
め
て
い
る
と
い
う
状
況
を
踏

ま
え
た
上
で
、
高
麗
初
雕
蔵
は
底
本
と
す
る
開
宝
蔵
に
は
従
わ
ず
、
校
本
と
し
た
契
丹
蔵

に
基
づ
い
て
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
収
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
後
の
高
麗
再

雕
蔵
は
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
除
き
、『
校
正
目
録
』
三
十
巻
に
差
し
替
え
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
収
録
す
る
経
録
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
大
蔵
経
編
集
者
の

気
ま
ぐ
れ
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
あ
る
大
蔵
経
が
、
ど
の
経
録
を
載
せ
て

い
る
の
か
は
、
そ
の
大
蔵
経
が
ど
の
よ
う
な
構
想
に
従
い
、
ど
の
大
蔵
経
を
基
盤
と
し
て

成
立
し
て
い
る
の
か
、
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
入
蔵
す
べ
き
経
録
の
選
択
は
極
め
て
真

剣
な
決
断
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
漢
文
大
蔵
経
の
全
体
構
成
は
、
お
お
む
ね
『
開
元
入
蔵
録
』
に
基
づ
く
四
百

八
十
帙
の
正
蔵
部
分
と
、
そ
の
後
に
現
れ
る
続
蔵
部
分
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

正
蔵
部
分
は
「
開
元
入
蔵
録
」
或
い
は
『
開
元
釈
教
録
略
出
』（
江
南
系
統
大
蔵
経
の
入
蔵

録
）
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
が
、
各
大
蔵
経
の
個
性
が
最
も
集
中
的
に
顕
れ
る
の
は
、
実

は
続
蔵
の
部
分
で
あ
る
。
続
蔵
部
分
が
い
か
な
る
経
録
に
従
う
の
か
は
、
大
蔵
経
に
よ
っ

て
異
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
開
宝
蔵
に
お
け
る
『
開
元
広
品
歴
章
』、
契
丹
蔵
に
と
っ
て

の
『
一
切
経
源
品
次
録
』、
そ
し
て
高
麗
再
雕
蔵
が
選
択
し
た
『
校
正
目
録
』
は
そ
れ
ぞ

れ
、
各
大
蔵
経
の
基
盤
に
あ
る
構
想
や
編
集
方
針
に
応
じ
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『開
元
広
品
歴
章
』
と
『
一
切
経
源
品
次
録
』
の
最
も
根
本
的
な
相
違
は
、
前
者
は

「
開
元
入
蔵
録
」
を
拠
り
所
と
し
、
後
者
は
『
貞
元
入
蔵
録
』
に
基
づ
く
こ
と
に
あ
る
。

「
開
元
入
蔵
録
」
に
よ
っ
て
大
蔵
経
の
正
蔵
基
準
が
す
で
に
樹
立
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ

の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、
そ
の
後
続
部
分
を
ど
う
ま
と
め
る
の
か
は
、
後
世
の

（ 48 ）



経
録
が
常
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
玄
逸
の
『
大
唐

開
元
釈
教
広
品
歴
章
』
三
十
巻
は
「
開
元
入
蔵
録
」
を
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
を

心
が
け
、
円
照
の
『
続
開
元
録
』
三
巻
は
「
開
元
入
蔵
録
」
の
成
立
後
に
翻
訳
さ
れ
た
仏

典
の
増
補
を
主
目
的
と
し
て
撰
述
さ
れ
た
経
録
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
貞
元
十
六
年
（
八
〇
〇
）
に
円
照
が
『
貞
元
録
』
三
十
巻
を
進
上
す
る
と
、

状
況
は
や
や
複
雑
に
な
っ
た
。
円
照
自
身
が
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

「
開
元
入
蔵
録
」
を
拠
り
所
と
し
な
が
ら
同
録
の
内
容
を
更
新
し
拡
大
し
た
結
果
、「
貞
元

入
蔵
録
」
は
新
た
な
大
蔵
経
の
収
録
基
準
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
唐
末

に
な
る
と
、「
貞
元
入
蔵
録
」
に
基
づ
く
経
録
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
末
咸
通
元
年
（
八
六
〇
）
の
従
梵
撰
『
一
切
経
源
品
次
録
』
三
十
巻
と
五
代
南
唐
保
大

四
年
（
九
四
六
）
の
恒
安
撰
『
続
貞
元
録
』
一
巻
は
い
ず
れ
も
『
貞
元
録
』
を
前
提
と
し
、

そ
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
経
録
で
あ
る
。

経
録
の
系
譜
を
辿
り
、
そ
の
展
開
が
も
つ
意
味
を
知
れ
ば
、
各
大
蔵
経
に
お
け
る
経
録

の
収
録
状
況
は
決
し
て
偶
然
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、『
天

聖
総
録
』
は
『
開
元
広
品
歴
章
』
と
『
続
開
元
録
』
を
著
録
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
準
拠

し
た
か
の
よ
う
に
金
蔵
に
は
『
開
元
広
品
歴
章
』
と
『
続
開
元
録
』
が
伝
存
し
て
い
る
。

一
方
、
高
麗
の
初
雕
蔵
・
再
雕
蔵
の
両
方
は
『
貞
元
録
』
を
伝
え
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

更
に
高
麗
初
雕
蔵
に
は
『
一
切
経
源
品
次
録
』、
高
麗
再
雕
蔵
に
は
『
続
開
元
録
』
と

『
続
貞
元
録
』
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
天
聖
総
録
』
と
金
蔵
の
収
録
状
況
を
見

る
と
、
開
宝
蔵
が
『
開
元
録
』
の
系
譜
に
連
な
る
経
録
を
重
視
す
る
傾
向
を
示
す
一
方
で
、

高
麗
蔵
は
『
貞
元
録
』
の
系
譜
に
属
す
る
経
録
を
積
極
的
に
収
録
し
て
い
る
と
い
う
印
象

を
強
く
受
け
る
。
高
麗
蔵
に
見
ら
れ
る
経
録
選
択
の
傾
向
は
、
底
本
で
あ
る
開
宝
蔵
で
は

な
く
、
校
本
と
し
た
契
丹
蔵
か
ら
の
影
響
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
高
麗
蔵
が
契
丹
蔵
か
ら
受
け
継
い
だ
の
は
経
録
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
実
は
、
唐
代
中
期
以
降
の
玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
・
徳
宗
の
、
い
わ
ゆ
る
四
朝
訳
経
か

ら
の
収
録
典
籍
と
そ
れ
ら
の
配
列
状
況
を
見
る
と
、
高
麗
蔵
と
『
天
聖
総
録
』
及
び
金
蔵

と
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
天
聖
総
録
』
が
収
録
す
る
四
朝
訳
経
等
の

典
籍
と
そ
の
配
列
は
、
円
照
撰
『
続
開
元
録
』
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
。
一
方
、
高
麗

蔵
に
お
い
て
は
、
一
部
の
配
列
に
変
更
が
あ
る
も
の
の(25
)、

原
則
と
し
て
は
恒
安
の
『
続
貞

元
録
』
が
著
録
す
る
典
籍
と
そ
の
配
列
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
蔵
経
に
い
か
な
る
経
録
を
収
め

る
の
か
は
慎
重
な
考
慮
を
経
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
録
は
単
な
る
テ

キ
ス
ト
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
入
蔵
さ
せ
る
べ
き
典
籍
を
選
択
し
、
ま

た
そ
の
配
列
を
決
め
る
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。因

み
に
、
四
朝
訳
経
の
収
録
部
分
に
お
い
て
、
高
麗
初
雕
蔵
と
高
麗
再
雕
蔵
と
で
は
計

三
箇
所
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、『
続
貞
元
録
』（
侈
五
一
五
帙
）
と
高
麗
初
雕

蔵
（
迴
五
五
四
帙
）
が
収
め
る
『
仏
説
仏
名
経
』
の
前
半
二
十
巻
（
巻
一
〜
巻
二
十
）
が
、

高
麗
再
雕
蔵
で
は
契
丹
蔵
に
由
来
す
る
『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
二
十
巻
（
迴
五
五
四
帙
）

に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
高
麗
初
雕
蔵
（
漢
五
五
五
帙
）
が
収
め
る
『
仏

説
仏
名
経
』
の
後
半
十
巻
（
巻
二
十
一
〜
巻
三
十
）
が
、
高
麗
再
雕
蔵
で
は
や
は
り
契
丹
蔵

に
由
来
す
る
『
釈
摩
訶
衍
論
』
十
巻
（
漢
五
五
五
帙
）
に
差
し
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

三
つ
は
、
高
麗
初
雕
蔵
（
俊
五
六
一
帙
〜
密
五
六
三
帙
）
が
収
め
る
『
一
切
経
源
品
次
録
』

三
十
巻
が
、
高
麗
再
雕
蔵
で
は
『
校
正
別
録
』
三
十
巻
（
俊
五
六
一
帙
〜
密
五
六
三
帙
）
に

差
し
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
高
麗
再
雕
蔵
が
『
一
切
経
源
品
次
録
』
を
退
け

た
の
は
、
本
論
文
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
高
麗
蔵
が
全
体
と
し
て
基
づ
い
た
底
本
で
あ
る
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開
宝
蔵
の
収
録
典
籍
・
調
巻
・
配
列
な
ど
と
『
一
切
経
源
品
次
録
』
が
参
照
し
た
北
方
系

統
大
蔵
経
の
そ
れ
ら
と
の
間
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
於
看
覧
蔵
経
者
、
所
益
無
幾
」、
つ
ま
り
「
大
蔵
経
（
高
麗
蔵
）
の
閲
覧
者
に
と
っ
て
は
、

ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

註(1
）
横
超
慧
日
﹇
一
九
三
五
﹈「
新
出
金
版
蔵
経
を
見
て
」
東
京
：『
東
方
学
報
』
東
京
第
五
冊

続
篇
、
北
支
満
鮮
調
査
旅
行
報
告
、
一
九
三
五
年
、
二
八
三
〜
三
〇
七
頁
、
図
版
第
一
〜
第
四
頁
。

(2
）
塚
本
善
隆
﹇
一
九
三
六
↓
一
九
七
五
﹈「
仏
教
史
料
と
し
て
の
金
刻
大
蔵
経
」、
京
都
：『
東

方
学
報
』
第
六
冊
、
一
九
三
六
年
、
二
六
〜
一
〇
〇
頁
。
後
に
、『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五

巻
：
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』（
東
京
：
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
九
三
〜
一
二
八

頁
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
後
者
の
再
録
を
参
照
し
て
い
る
。

(3
）『
宋
会
要
輯
稿
』「
道
釈
二
之
八
・
伝
法
院
」
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
仁

宗
天
聖
四
年
（
一
〇
二
六
）、
潤
文
官
翰
林
学
士
夏
竦
与
僧
衆
、
上
新
訳
経
章
（
音
）
義
七
十

巻
、
是
書
大
中
祥
符
九
年
（
一
〇
一
六
）
詔
惟
浄
撰
、
令
潤
文
官
趙
安
仁
・
楊
億
刊
定
、
至
是

始
畢
。
是
年
、
惟
浄
言
、
蔵
乗
名
録
、
類
例
尤
多
、
今
所
流
進
、
凡
有
三
録
、
僧
智
升
撰
即

『
開
元
録
』・
円
升
（
照
）
撰
『
正
（
貞
）
元
録
』・
円
照
『
続
正
（
貞
）
元
録
』、
今
請
将
皇
朝

経
総
成
一
録
。
詔
惟
浄
合
三
録
、
令
続
訳
経
律
論
・
西
方
東
土
聖
賢
集
伝
、
為
之
凡
六
千
一
百

九
十
七
巻
」。
更
に
、
仏
教
側
の
資
料
で
あ
る
『
仏
祖
統
記
』
巻
四
十
五
は
、
天
聖
五
年
（
一

〇
二
七
）
に
「
三
蔵
惟
浄
が
大
蔵
経
目
録
二
帙
を
進
上
し
、『
天
聖
釈
教
録
』
の
書
名
を
賜
る
。

凡
そ
六
千
一
百
九
十
七
巻
で
あ
る
」（『
大
正
蔵
』
巻
四
九
、
四
〇
九
頁
上
）
と
言
う
。

(4
）
成
尋
『
参
天
台
五
台
山
記
』
巻
七
、
熙
寧
六
年
三
月
十
五
日
の
記
事
に
「
照
大
師
・
聖

秀
・
張
行
者
至
感
慈
塔
院
、
買
来
『
天
聖
摠
目
録
』
一
部
三
帖
、
六
百
文
者
。（
中
略
）『
天
聖

目
録
』、
天
聖
五
年
作
了
、
至
今
年
卌
七
年
。
此
間
新
経
論
、
不
入
『
天
聖
録
』。」（
CBET
A
,

B32,no.174,p.402,b7-11）
と
あ
る
。

(5
）『
中
華
大
蔵
経
』
第
七
十
三
冊
（
CBET
A
、
A
110）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る

(6
）『
天
聖
釈
教
総
録
』
下
冊
（
CBET
A
,A
110,no.1499,p.680,a8-12）。

(7
）『
宋
高
僧
伝
』
巻
五
に
、「
既
綜
結
其
科
目
、
諒
条
而
不
紊
也
。
都
為
三
十
巻
、
号
「
釈
教

広
品
暦
章
」
焉
。
考
其
大
小
乗
経
律
論
幷
東
西
土
賢
聖
集
共
一
千
八
十
部
、
以
蒲
州
・
共
城
二

邑
紙
書
、
校
知
多
少
、
縛
定
品
次
、
俾
後
世
無
悶
焉
。
其
章
頗
成
倫
要
、
備
預
不
虞
古
之
善
制
。

有
楽
陵
尹
霊
琛
為
序
。
逸
後
不
知
所
終
。」
(CBET
A
,T
50,no.2061,p.734,b8-14）
と
あ
る
。

(8
）『
宋
高
僧
伝
』
巻
五
に
、「
釈
玄
逸
、
姓
竇
氏
、
即
玄
宗
神
武
皇
帝
従
外
父
也
。」（
CBE-

T
A
,T
50,no.2061,p.734,a24）
と
あ
る
。

(9
）「
続
貞
元
釈
教
録
』
に
、「
一
切
経
源
品
次
録
一
部
三
十
巻
、
趙
郡
業
律
沙
門
従
梵
、
自
大

中
九
年
乙
亥
歲
（
八
五
五
）、
止
咸
通
元
年
庚
辰
歲
（
八
六
〇
）、
依
『
貞
元
入
蔵
録
』
集
」

（
CBET
A
,T
55,no.2158,p.1049,a11-12）
と
あ
る
。

(10
）
関
野
貞
「
大
同
大
華
厳
寺
」、『
常
磐
還
暦
紀
念
仏
教
論
叢
』、
一
五
一
〜
一
六
六
頁
。
関
野

博
士
記
念
事
業
会
編
『
関
野
博
士
論
文
集
』
第
四
巻
『
支
那
の
建
築
と
芸
術
』（
東
京
：
岩
波

書
店
、
一
九
三
九
年
）
に
収
録
。

(11
）「
大
金
国
西
京
大
華
厳
寺
重
修
薄
伽
蔵
教
記
」
と
題
さ
れ
る
碑
文
の
一
行
目
に
、「
雲
中
段

子
卿
撰
、
京
東
会
竜
寺
講
経
沙
門
法
慧
書
、
雲
中
張
公
徽
篆
、
雁
門
解
遵
仁
刊
」
と
あ
る
。

(12
）
契
丹
蔵
の
雕
造
年
代
に
諸
説
が
あ
る
が
、
竺
沙
雅
章
﹇
一
九
九
四
﹈「
新
出
資
料
よ
り
み
た

遼
代
の
仏
教
」（『
禅
学
研
究
』
七
二
号
、
九
五
頁
）
は
、
契
丹
蔵
の
主
幹
部
分
は
重
熙
二
十
二

年
（
一
〇
五
三
）
頃
に
完
成
を
見
た
が
、
五
百
七
十
九
帙
を
規
模
と
す
る
全
蔵
が
完
成
を
見
た

の
は
更
に
後
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。

(13
）『
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
』
巻
下
に
、「『
続
開
元
釈
教
録
』
三
巻
、
詮
暁
集
（
旧
名
詮
明
）」

（
CBET
A
,T
55,no.2184,p.1178,b24-25）
と
あ
る
。『
釈
門
正
統
』
巻
八
に
は
、「
近
者
大

遼
皇
帝
詔
有
司
、
令
義
学
沙
門
詮
暁
等
再
定
経
録
。
世
所
謂
『
六
祖
壇
経
』・
『宝
林
伝
』
等
、

皆
被
焚
除
。
其
偽
妄
条
例
。
則
『
重
修
貞
元
続
録
』
三
巻
中
載
之
詳
矣
。」（
CBET
A
,X
75,

no.1513,p.354,a17-19//Z
2B:3,p.451,d2-4//R130,p.902,b2-4）
と
あ
る
。

(14
）
何
梅
﹇
二
〇
一
四
﹈「『
遼
蔵
』
目
録
校
釈
」、
同
氏
『
歴
代
漢
文
大
蔵
経
目
録
新
考
』（
上

下
二
冊
）、
北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
上
冊
、
一
四
〜
一
五
頁
。

(15
）
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
「
収
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
https://w
w
w
.m
useum
.go.kr/
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site/jpn/relic/search/view
?relicId=2299、
二
〇
二
〇
年
六
月
一
八
日
の
検
索
結
果
に
基

づ
く
）。

(16
）『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
に
、「『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
』
十
巻
（
或
八
巻
。
長
安

三
年
（
七
〇
三
）
十
月
四
日
、
於
西
明
寺
訳
）」（
CBET
A
,T
55,no.2154,p.568,a6-8）
と

あ
る
。

(17
）『
続
古
今
訳
経
図
紀
』
は
、「
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
目
得
迦
一
部
（
十
巻
）。」（
CBE-

T
A
,T
55,no.2152,p.370,b11-12）
と
す
る
。

(18
）
惟
白
『
大
蔵
経
綱
目
指
要
録
』
に
つ
い
て
は
、
何
梅
﹇
二
〇
一
四
﹈「『
大
蔵
経
綱
目
指
要

録
』
校
釈
」（
何
梅
『
歴
代
漢
文
大
蔵
経
目
録
新
考
』、
上
冊
、
二
九
〜
三
四
頁
）
の
概
説
が
参

考
に
な
る
。

(19
）
王
古
『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
に
つ
い
て
、
何
梅
﹇
二
〇
一
四
﹈「『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』

校
釈
」（
何
梅
『
歴
代
漢
文
大
蔵
経
目
録
新
考
』
上
冊
、
三
四
〜
三
九
頁
）
の
概
説
が
参
考
に

な
る
。

(20
）
翻
刻
文
を
載
せ
る
際
に
は
、
よ
り
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
筆
者
が
句
読
点
を
加
え
る

と
共
に
、
適
宜
、
分
段
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)・
改
行
・
補
足
（﹇

﹈
で
括
っ
た
字
を
加
え
る
）

も
行
っ
た
。
な
お
、〈

〉
で
括
っ
た
文
字
は
、
原
文
で
は
小
字
割
注
に
な
っ
て
い
る
箇
所
で

あ
る
。

(21
）『
開
元
釈
教
録
』
巻
十
三
に
、「
十
誦
律
、
六
十
一
巻
・
六
帙
（
前
五
十
八
巻
、
姚
秦
三
蔵

弗
若
多
羅
等
共
羅
什
訳
、
後
毘
尼
序
三
巻
、
東
晋
三
蔵
卑
摩
羅
叉
続
訳
）」（
CBET
A
,T
55,

no.2154,p.618,b21-22）
と
あ
る
。

(22
）『
開
元
釈
教
録
』
巻
十
三
に
、「
此
十
誦
律
中
「
毘
尼
序
」
三
巻
、
或
有
経
本
、
編
在
第
九

誦
後
、
第
十
誦
前
、
従
第
五
十
五
巻
至
五
十
七
巻
者
、
錯
也
。
今
検
古
本
、
皆
在
其
末
、
今
者

依
古
為
正
。」（
CBET
A
,T
55,no.2154,p.618,b24-25）
と
あ
る
。

(23
）『
随
函
録
』
巻
三
十
に
、「
或
有
署
其
巻
目
亦
不
双
彰
唯
摽
誤
錯
之
形
余
則
都
無
一
二
〈
西

川
厚
大
師
経
音
是
也
。
従
『
十
誦
律
』
借
得
此
本
挍
勘
、
兼
有
未
詳
之
字
、
並
不
載
巻
中
、
此

実
不
可
也
。
洪
則
並
箸
冊
内
、
遇
不
錯
処
、
則
正
之
。（
下
略
）〉」（
CBET
A
,K
35,no.1257,

p.725,b7-11）
と
あ
る
。

(24
）『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
巻
七
に
、「
十
誦
律
六
十
一
巻
【
摂
】【
以
】。
右
初
誦
四
波
羅
夷

法
名
異
分
。
若
犯
一
事
非
沙
門
、
非
釈
子
、
失
比
丘
法
、
故
名
異
分
。
次
僧
残
不
定
捨
堕
堕

法
・
波
羅
提
提
舎
尼
法
・
衆
多
学
法
・
止
諍
法
、
名
不
異
分
。
若
犯
是
事
、
故
名
比
丘
、
故
名

釈
子
、
不
失
比
丘
法
、
故
名
不
異
分
。
初
誦
一
至
六
、
戒
婬
盗
殺
等
法
。
二
誦
七
至
十
三
、
衣

鉢
等
法
。
三
誦
十
四
至
二
十
、
戒
用
虫
水
・
九
十
波
逸
提
・
説
罪
滅
諍
等
法
。
四
誦
二
十
一
至

二
十
八
、
受
具
布
薩
・
自
恣
安
居
・
皮
革
医
薬
衣
等
法
。
五
誦
二
十
九
至
三
十
三
、
施
衣
懺
悔

駆
亜
故
出
精
苦
切
依
止
羯
磨
等
法
、
三
十
四
臥
具
、
三
十
五
諍
事
法
。
六
雑
誦
三
十
六
至
四
十

一
、
種
種
制
戒
。
七
誦
四
十
二
至
四
十
六
、
尼
戒
。
八
誦
四
十
七
至
五
十
、
増
一
法
。
九
誦
五

十
四
、
優
波
離
問
事
。
十
誦
五
十
五
至
五
十
八
、
善
誦
。
五
十
九
説
結
集
事
。
六
十
毗
尼
雑

品
。」（
CBET
A
,L143,no.1608,p.656,b15-p.657,b1）
と
あ
る
。『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』

は
、
原
則
と
し
て
、『
指
要
録
』
と
同
様
に
、
開
宝
正
蔵
（
天
一
帙
〜
英
四
八
〇
帙
）
の
実
録

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
六
十

一
巻
本
『
十
誦
律
』
は
『
指
要
録
』
参
照
本
と
高
麗
再
雕
蔵
本
の
い
ず
れ
と
も
異
な
り
、
一
方

で
『
随
函
録
』
参
照
本
と
江
南
蔵
系
統
本
の
構
成
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
何
梅
﹇
二
〇
一

四
﹈「『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
校
釈
」（『
歴
代
漢
文
大
蔵
経
目
録
新
考
』
上
冊
、
三
七
頁
）
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
が
基
づ
い
た
大
蔵
経
は
純
粋
な
開
宝
蔵
で
は
な

く
、
数
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
混
在
す
る
「
混
合
大
蔵
経
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、『
大
蔵
聖
教
法
宝
標
目
』
が
参
照
し
た
『
十
誦
律
』
は
開
宝
蔵
系
統
以
外
の
テ
キ
ス
ト
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(25
）
最
も
顕
著
な
変
更
は
、『
続
貞
元
録
』
で
は
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
と
『
仏
説
十
地
経
』

と
の
間
に
配
置
さ
れ
て
い
る
唐
般
若
訳
『
四
十
華
厳
経
』（
高
五
〇
五
帙
〜
輦
五
〇
八
帙
）
が
、

高
麗
蔵
で
は
李
通
玄
『
華
厳
経
論
』
四
十
巻
（
勒
五
二
五
帙
〜
銘
五
二
八
帙
）
の
直
前
の
四
帙

（
策
五
二
一
帙
〜
実
五
二
四
帙
）
と
し
て
移
動
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）〔
課
題
番
号
（
2
0
Ｈ
0
0
0
0
8
）〕
の
分
担

研
究
の
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

（ 51 ）
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【附表 1】

『新纘一切經源品次錄』
卷第二十　乂

大唐沙門從梵依貞元釋教錄集

『貞元新定釋教目錄』
（大正蔵本）

『開元釋教錄』
（大正蔵本）

『開元釋教錄略出』
（大正蔵本）

右諸藏經紙、有大小行
數不定、今各隨經卷品
目首末、每紙計二十八
行定、餘不成紙者、即
以行數紀之。

聲聞調伏藏、
五十四部、
四百四十六卷、
四十五 帙

（卷十九）
聲聞調伏藏
五十四部、四百四十六
卷
（卷二十三）
聲聞調伏處
六十一部、四百九十三
卷、五十帙

（卷十三）
聲聞調伏藏
五十四部、四百四十六
卷、四十五帙

（卷三）
聲聞調伏藏
五十四部、四百四十六
卷、四十五帙

摩訶僧祇律四十卷（或三
十卷）
東晉天竺三藏佛陁羅 共
法顯譯、
九百九十七 紙 、四帙

右一經、是根 本 調伏藏、
即大衆部毗奈邪也。佛
圓寂後、尊者迦葉集千
應真、於王舍城竹林石
室之所結也。

（卷二十三）
摩訶僧祇律四十卷（或三
十卷）
東晉天竺三藏佛陀跋陀
羅共法顯譯。
單本四帙
右一經是根本調伏藏、
即大衆部毘奈耶也。佛
圓寂後、尊者迦葉集千
應真、於王舍城竹林石
室之所結也。
（卷三十）
摩訶僧祇律四十卷（或三
十卷、四帙）
九百九十七紙

（卷十三）
摩訶僧祇律四十卷（或云
三十卷四帙）
東晉天竺三藏佛陀跋陀
羅共法顯譯（單本）

右一經、是根本調伏藏、
即大衆部毘奈耶也。佛
圓寂後、尊者迦葉集千
應真、於王舍城竹林石
室之所結也。
（卷二十）
摩訶僧祇律四十卷（或云
三十卷、四帙）九百九十
七紙

（卷三）
摩訶僧祇律四十卷
東晉天竺三藏佛陀羅共
法顯譯
（單本）
自四帙、計一千一十五
紙
【優】【登】【仕】【攝】

十誦律六十一卷
（六帙）
（前五十八卷、姚秦三藏佛
若多羅等共羅什譯。後毘尼
序三卷、東晉三藏卑摩羅叉
續譯。）
一千四百三十紙
右一經、即説一切有部
毘奈邪藏、佛圓寂後三
百年、初從上座部之所
出也。
（此『十 誦 律』 中、「毗 尼
序」三卷、或有經本、編在
第九誦後、第十誦前、從第
五十五卷、至五十七卷者、
錯也。今撿古本、皆在其末、
今者依古為正。）

（卷二十三）
十誦律六十一卷　
六帙
（前五十八卷、姚秦三藏弗
［若］多羅等譯。後毘尼序
三卷、東晉三藏卑摩羅叉續
譯。）
右一經、即説一切有部
毘奈耶藏、佛圓寂後三
百年、初從上座部之所
出也。
（此十誦律中、毘尼序三卷、
或有經本、編在第九誦後、
第十誦前、從第五十五卷、
至五十七卷者、錯也。今撿
古本、皆在其末、今者依古
為正。）
謹案義淨三藏南海寄歸
傳、十誦非是有部律收、
文義差殊、不足怪耳。
（卷三十）
十誦律六十一卷
六帙
一千四百三十紙

（卷十三）
十誦律六十一卷
六帙
（前五十八卷、姚秦三藏弗
若多羅等共羅什譯。後毘尼
序三卷、東晉三藏卑摩羅叉
續譯。）
右一經、即説一切有部
毘奈耶藏、佛圓寂後三
百年、初從上座部之所
出也。
（此十誦律中、毘尼序三卷、
或有經本、編在第九誦後、
第十誦前、從第五十五卷、
至五十七卷者、錯也。今檢
古本、皆在其末、今者依古
為正。）

（卷二十）
十誦律六十一卷（六帙）
一千四百三十紙

（卷三）
十誦律六十一卷
（内五十八卷、姚秦三藏弗
若多羅等共羅什譯。後毘尼
序三卷、東晉三藏卑摩羅叉
續譯。）
自六帙、計一千四百七
十四紙
【職】【從】【政】【存】
【以】【甘】
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『新纘一切經源品次錄』
卷第二十　乂

大唐沙門從梵依貞元釋教錄集

『貞元新定釋教目錄』
（大正蔵本）

『開元釋教錄』
（大正蔵本）

『開元釋教錄略出』
（大正蔵本）

根本説一切有部毘奈耶
五十卷

大唐吳后代三藏義淨譯
新編入錄
八百七十五紙　五帙

（卷二十三）
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
五帙
大唐天后代三藏義淨譯
新編入錄
（卷三十）
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
五帙
八百七十五紙

（卷十三）
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
五帙
大唐天后代三藏義淨譯
新編入錄
（卷二十）
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
五帙
八百七十五紙

（卷三）
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
唐三藏義淨譯
自五帙計九百三紙【棠】
【去】【而】【益】【詠】

根本説一切有部苾芻尼
毗奈耶二十卷（二帙）　
大唐三藏義淨譯
新編入錄
三百五十九紙

（卷二十三）
根本説一切有部苾芻
［尼］毘奈耶二十卷
二帙　
大唐三藏義淨譯
新編入錄
（卷三十）
根本説一切有部苾芻尼
毘奈耶二十卷
二帙
一百五十九紙

（卷十三）
根本説一切有部苾芻尼
毘奈耶二十卷
二帙大唐三藏義淨譯
（新編入錄）
（卷二十）
根本説一切有部苾芻尼
毘奈耶二十卷
二帙
三百五十九紙

（卷三）
根本説一切有部苾芻尼
毘奈耶二十卷
唐三藏義淨譯
自二帙計三百七十九紙　
【樂】【殊】

根本説一切有部毗奈耶
雜事四十卷
四帙
大唐三藏義淨譯
新編入錄
六百四十四紙

（卷二十三）
根本説一切有部毘奈耶
雜事四十卷
四帙　
大唐三藏義淨譯新編入
錄
（卷三十）
根本説一切有部毘奈耶
雜事四十卷
四帙
六百四十四紙

（卷十三）
根本説一切有部毘奈耶
雜事四十卷
四帙
大唐三藏義淨譯新編入
錄
（卷二十）
根本説一切有部毘奈耶
雜事四十卷
（四帙）
六百四十四紙

（卷三）
根本説一切有部毘奈耶
雜事四十卷

唐三藏義淨譯
自四帙計六百六十六紙　
【貴】【賤】【禮】【別】

根本説一切有部尼陁那
目得迦十卷（或八卷）

大唐三藏義淨譯、新編
入錄、此八卷、成一百
二十五紙
右四經與『十誦律』、俱
是説一切有部、然其文
理與十誦律非無有異、
未詳所以。

（卷二十三）
根本説一切有部尼陀那
目得迦十卷（或八卷）
一帙大唐天后代三藏義
淨譯新編入錄

右四經與十誦律、俱是
説一切有部。然其文理
與十誦律非無有異、未
詳所以。
又舊云「然其文理非無
有異、未詳所以者」、謹
按義淨三藏南海寄歸傳、
十誦非是根本律部、以
是有異。如彼廣説。
（卷三十）
根本説一切有部尼陀那
目得迦十卷
（前五卷尼陀那、後五卷目
得迦、或八卷、一帙）
一百二十五紙

（卷十三）
根本説一切有部尼陀那
目得迦譯（十卷或八卷）
一帙　大唐天后代三藏
義淨譯新編入錄

右四經與十誦律、俱是
説一切有部、然其文理、
與十誦律非無有異、未
詳所以。

（卷二十）
根本説一切有部尼陀那
目得迦十卷
（前五卷尼陀那、後五卷目
得迦、或八卷、一帙）
一百二十五紙

（卷三）
根本説一切有部尼陀那
目得迦十卷唐三藏義淨
譯自一帙計一百三十四
紙　
【尊】
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【附表 2】
「品次錄巻二十」
の十誦・分巻

北方
系統本

江南
系統本

開宝蔵系統本 「品次錄巻二十」の
分節・首尾の経文・紙数

十誦 分巻 隨函録・
標目

開元寺
藏本

指要録 高麗初
雕本

高麗再
雕本

分節 首尾の経文・紙数

初誦
（此六
卷）

卷一之一 卷 1 卷 1 卷 1 闕本 卷 1 一明四波羅夷
法（此有二卷）

（「佛在毗耶離國去城不遠」「必自
有主二事竟」）十九紙十八行

卷二之二 卷 2 卷 2 卷 2 闕本 卷 2 （「佛在跋耆國婆求摩河」「想説無
犯四戒事竟」）十九紙八行

卷三之三 卷 3 卷 3 卷 3 闕本 卷 3 二明十三僧殘
法（此有一卷
餘）

（「佛在舍衛國尒時長老迦留」「先
成舍無犯七事竟」）二十四紙十
八行

卷 4 闕本 卷 4 ※【開宝蔵系統本】は「佛在
拘睒彌國爾時長老闡那多有知
識」から始まる。

卷四之四 卷 4 卷 4 （二明十三僧殘
法餘）

（「佛在王舍城尒時長老駞驃」「名
覆藏日數十三事竟」）十九紙八
行

三明二不定法（「佛在舍衛國尒時迦留」「不得出
是竭磨二不定竟」）四紙十一行

卷五之五 卷 5 卷 5 卷 5 闕本 卷 5 四明三十尼薩
耆法（此有二
（四か？）卷）

（「佛在王舍城尒時六群比丘」「皆
着納衣三事竟」）三十六紙十五
行

卷六之六 卷 6 卷 6 卷 6 闕本 卷 6 （「佛在舍衛尒時花色」「去者無犯
十事竟」）十六紙十五行

二誦
（此有七
卷）

卷七之一 卷 7 卷 7 卷 7 闕本 卷 7 （「佛在俱舍毗國尒時俱舍」「鉢者
不犯二十一事竟」）二十紙

卷八之二 卷 8 卷 8 卷 8 闕本 卷 8 （「佛在舍婆提尒時跋難陁」「重病
不犯二十事竟」）二十二紙十六
行

卷九之三 卷 9 卷 9 卷 9 闕本 卷 9 五明九十波逸
提法初（此有
十卷）

（「佛在舍衛國尒時南天竺」「授經
餘者誦六事竟」）二十三紙二十
三行

卷十之四 卷 10 卷 10 卷 10 闕本 卷 10 （「佛在維耶離國夏安居」「不舉不
犯十四事竟」）十八紙十八行

卷十一之
五

卷 11 卷 11 卷 11 闕本 卷 11 （「佛在舍衛國尒時有二客」「二十
四事竟、共行不犯」）十七紙九
行

卷十二之
六

卷 12 卷 12 卷 12 卷 12 卷 12 （「佛在舍衛城尒時六群」「三十二
事竟、留住皆不犯」）二十紙二
行

卷十三之
七

卷 13 卷 13 卷 13 卷 13 卷 13 （「佛在舍衛國尒時有一」「四十事
竟」）二十紙五行

三誦
（此有七
卷）

卷十四之
一

卷 14 卷 14 卷 14 卷 14 卷 14 （「佛在俱舍弥國尒時長老」「五十
事竟、不須説」）十九紙三行

卷十五之
二

卷 15 卷 15 卷 15 卷 15 卷 15 （「佛在舍衛尒時跋難陁」「卻刺異
俗、五十九事」）十六紙十六行

卷十六之
三

卷 16 卷 16 卷 16 闕本 卷 16 （「佛在王舍城尒時瓶沙王」「七十
二事竟」）二十四紙二行

卷十七之
四

卷 17 卷 17 卷 17 闕本 卷 17 （「佛在釋氏國尒時摩訶南」「八十
一事竟」）二十紙二十一行

卷十八之
五

卷 18 卷 18 卷 18 闕本 卷 18 （「佛在舍衛國尒時波斯匿」「九十
事竟」）十八紙十行

卷十九之
六

卷 19 卷 19 卷 19 闕本 卷 19 六明四波羅提
提舍尼法

（「佛在舍衛國時世飢儉」「來者不
犯四悔法竟」）十紙七行

七明眾學一百
七

（「佛在王舍城尒時諸比丘」「棄者
不犯八十四竟」）十六紙二行

卷二十之
七

卷 20 卷 20 闕本 卷 20 （「佛在舍衛國尒時波斯匿」「慧因
緣不犯、眾學一百七竟」）六紙一
行
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卷 20 八明七滅諍法
初

（「佛在王舍城尒時六群比丘」「如
草布比丘法七滅諍竟」）十八紙
二十一行

四誦
（八卷）
有七法

第一卷二
十一之一

巻 21 巻 21 巻 21 闕本 巻 21 受具足法 （「佛婆伽婆王舍城外住」「七法中
受戒法竟」）三十紙

之二卷二
十二

卷 22 卷 22 卷 22 闕本 卷 22 布薩法第二 （「佛 在 王 舍 城」「布 薩 法 第 二
竟」）二十一紙十九行

卷二十三
之三

卷 23 卷 23 卷 23 闕本 卷 23 自恣法第三 （「佛在舍衛國諸比丘夏」「自恣法
竟」）二十五紙

卷二十四
之四

卷 24 卷 24 卷 24 闕本 卷 24 安居法第四 （「佛在佛在王舍城諸比丘夏中」
「安居法竟」）十五紙十行

卷二十五
之五

卷 25 卷 25 卷 25 闕本 卷 25 皮革法第五 （「佛在佛在舍衛城尒時阿濕」「皮
革法竟」）十九紙六行

卷二十六
之六

卷 26 卷 26 卷 26 闕本 卷 26 醫藥法第六 （「佛 在 王 舍 城 秋 時」「醫 藥 法
竟」）二十九紙十九行

卷二十七
之七

卷 27 卷 27 卷 27 闕本 卷 27 衣法第七（此
有二卷）

（「佛在王舍城五比丘白佛」「十七
作應代作）十七紙十七行

卷二十八
之八

卷 28 卷 28 卷 28 闕本 卷 28 （「佛語比丘布施有八種」「長衣受
是好受衣法竟」）十九紙五行

五誦
（七卷）
有八法

卷二十九
之一

卷 29 卷 29 卷 29 闕本 卷 29 迦絺那衣法第
一

（「佛在舍衛國尒時諸比丘」「迦絺
那衣法竟」）二十紙十二行

卷三十之
二

卷 30 卷 30 卷 30 闕本 卷 30 俱舍弥法第二（「佛在俱舍弥尒時有一比丘」「俱
舍弥法竟」）十一紙二十行

瞻波法第三 （「佛在瞻波國尒時六群」「和合眾
解」）九紙十一行

卷三十一
之三

卷 31 卷 31 卷 31 闕本 卷 31 苦切羯磨者
（與四分律阿責
揵度義又白病
乃是人揵度別
号）
彼部離明、此
文合說。
苦切羯磨法第
四1（此有二卷）

（「佛在舍衛國舍衛國内」「是事如
是持」）二十二紙八行

卷三十二
之四

卷 32 卷 32 卷 32 闕本 卷 32 （「佛在舍衛國尒時迦留陁」「出罪
羯磨」）十八紙一行

卷三十三
之五

卷 33 卷 33 卷 33 闕本 卷 33 順行法第五2 （「佛在王舍城尒時六群比丘」「出
罪羯磨）七紙二十六行

遮法第六 （「佛在瞻波國尒時世尊十五」「是
名破威儀）八紙十二行

卷三十四
之六

卷 34 卷 34 卷 34 闕本 卷 34 臥具法第七 （「佛在王舍城尒時比丘互相」「能
處分者臥具竟」）二十六紙二十
五行

卷三十五
之七

卷 35 卷 35 卷 35 闕本 卷 35 諍事法第八 （「佛在王舍城尒時諸比丘共」「所
謂現前毗尼諍法竟」）十六紙六
行

六誦
（六卷明
雜法）

卷三十六
之一

卷 36 卷 36 卷 36 闕本 卷 36 雜誦第一（三
段）調達事初

（「佛在王舍城尒時調達於佛」「廣
説五百本生」）二十二紙三行

卷三十七
之二

卷 37 卷 37 卷 37 闕本 卷 37 調達事二 （「佛在王舍城方黑石聖山」「是事
如是持」）二十二紙

之三卷三
十八

卷 38 卷 38 卷 38 闕本 卷 38 初中各二十法
三

（「佛遊婆伽國人間教化」「得香施
者得福」）二十四紙六行

卷三十九
之四

卷 39 卷 39 卷 39 闕本 卷 39 （「佛在蒭摩國與五百」「利喜竟從
座起去」）二十六紙五行

卷四十之
五

卷 40 卷 40 卷 40 闕本 卷 40 （「佛在舍衛國有一婆羅」「遣入比
丘眾中」）二十三紙十行

卷四十一 卷 41 卷 41 卷 41 卷 42 卷 41 （「佛在舍衛國有一比丘不失」「欲
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之六 有所作不聽作」）二十一紙二十
行

第七誦
五卷明
尼律五
段

卷四十二
之一

卷 42 卷 42 卷 42 卷 43 卷 42 一八波羅夷法
（第五事）

（「佛在舍衛國舍衛國中主」「犯八
波羅夷」）十二紙二十四行

二十七僧殘
（第四事）

（「佛在舍衛國尒時有比丘」「十七
事竟」）十九紙九行
※【開宝蔵系統本】は「若屏
處瞋罵不言者不犯（第七戒
竟）」で終わる。

卷 43 卷 44 卷 43 ※【開宝蔵系統本】は［佛在
舍衛國爾時波斯匿王有千鬪
將］から始まる。

卷四十三
之二

卷 43 卷 43 三明尼薩耆
（十八戒同僧不
出從第十九下
釋）

（「佛在王舍城尒時有助調達尼」
「三十事竟」）十一紙二十一行
※【開宝蔵系統本】は「第二
十七事竟」で終わる。

卷 44 卷 45 卷 44 ※【開宝蔵系統本】は「佛在
舍衛國爾時諸比丘尼行乞欲為
多人作房舍」から始まる。

四單提法一百
七十八戒（七
十二同僧不共）

（「佛在舍衛國爾時有守蒜」「從第
七十三云九十二事竟」）
※【開宝蔵系統本】は「九十
六事竟」で終わる。

卷 45 缺本 卷 45 ※【開宝蔵系統本】は「佛在
舍衛國爾時憍薩羅國主波斯匿
王」から始まる。

卷四十四
之三

卷 44 卷 44 （「佛在舍衛尒時迦羅比丘」「一百
二十二竟」）二十三紙二十行

卷四十五
之四

卷 45 卷 45 （「佛在王舍城尒時助調達」「一百
五十二事竟」）三十紙九行
※【開宝蔵系統本】は「［一百
二十二事竟」で終わる。

卷 46 缺本 卷 46 ※【開宝蔵系統本】は「佛在
王舍城爾時助調達比丘尼、常
入出他家」から始まる。

卷四十六
之五

卷 46 卷 46 卷 47 卷 48 卷 47
（第七
誦之
六）

五八提舍尼法
及八敬法

（「佛在俱舍弥尒時迦留羅」「一百
七十八事竟」）十五紙十三行
（「佛在釋氏國尒時釋摩」「出界得
突吉羅罪」）二紙十二行
文不出眾學尼本無七滅諍

第八誦
（四卷）

卷四十七
之一

卷 47 卷 47 卷 48 卷 49 卷 48 次明增文。
從增一至二十
一、分為兩段、
前十後十一也。
增一初

（「佛在舍衛國長老優婆」「分物者
隨僧用」）十九紙十七行

卷四十八
之二

卷 48 卷 48 （「説一語竟名為捨戒」「言過故增
一法竟」）二紙十二行

增二初 （「有二法智犯罪」「更不受用增二
法竟」）二紙二行

卷 49 卷 50 卷 49 增三初 （「有三羯磨攝諸」「地獄中增三法
竟」）二紙二十二行

增四初 （「有四種和尚」「四無過增四法
竟」）四紙十行

增五初 （「佛在釋迦國大愛道」「以五事
觀）十二紙十二行

卷四十九
之三

卷 49 卷 49 卷 50 卷 51 卷 50 （「有五事群常人能於僧中」「沙弥
有罪增五法竟」）十四紙

增六初 （「有六諍本一者瞋恨」「名六攝法
增六法竟」）一紙十七行
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增七初 （「有七財信財戒財」「七大持律增
七法竟」）二十行

增八初 （「有八眾刹利眾婆羅」「除殯亦
尒」）三十四行

增九初 （「有九惱是人以侵損我」「名九捨
惱增九法竟」）十一行

增十初 （「有十事令正法滅亡沒」「奪一與
一前增十法竟」）三紙二十四行

後十一
增一初

（「有三羯磨一切」「過人法一法
竟」）一十三行

增二初 （「有二犯不善犯無記犯」「作不教
化二法竟」）二紙

增三初 （「有三毗尼羯磨攝一切羯磨」「知
制戒三法竟」）二十行

增四初 （「有四諍闘諍無根諍」「人境界四
法竟」）十八行

五十之四 卷 50 卷 50 卷 51 卷 52 卷 51 增五初
增六　增七　
略出

（「有五事故僧與下意」「利吒比丘
六法七法如先説）三紙二十三行

增八初 （「不應畜八種鉢」「餘如先説八法
竟」）四行

增九初 （「佛語優波離一比丘」「餘如先説
九法竟」）二紙十四行

增十初 （「有十利攝僧故僧一心故」「以十
利故後十法竟」）二紙五行

增十一相初 （「所有犯事應」「言自偸蘭遮悔
過）十五紙九行右前十後十一、
共二十一增數法也。

第九誦
（四卷）
之一

卷五十一
之一

卷 51 卷 51 卷 52 闕本 卷 52 明優波離問部
先問僧律等
問僧律初

（「佛在毗耶離國長老憂」「答與學
沙弥是初竟」）一紙十五行

問盜事二 （「佛在舍衛城優婆離問佛」「與學
沙弥是二事竟」）五紙四行

問煞事三 （「優波離問佛若比丘以呪」「與學
沙弥是三事竟」）三紙十二行

問妄語事四 （「優波離問佛言世尊大妄」「在此
房中是也四事竟」）三紙二十六
行

問十三事 （「佛在舍衛國優波離問佛」「各隨
所作是也十三事竟」）十紙

卷五十二
之二

卷 52 卷 52 卷 53 闕本 卷 53 問二不定法 （「優波離問佛言若信」「是比丘應
作二不定竟」）四紙十七行

問捨墮法 （「優婆離問佛若比丘多有」「答言
得三十捨墮竟」）八紙十二行

問波夜提事
不問四提舍尼
及眾學

（「優波離問佛若比丘作梵志」「隨
所着之得罪）十一紙六行

卷五十三
之三

卷 53 卷 53 （「問頗有比丘知比丘麁罪」「若有
作得突吉羅夜提竟」）六紙

問七滅諍法 （「問頗有諍不用七滅」「皆名為滅
七諍竟」）十二行

卷 54 闕本 卷 54 問上第四誦中
（七法）
問受戒法一

（「優波離問若比丘白四羯摩」「得
名受戒　受法竟」）二紙十四行

問布薩法二 （「優波離問佛若比丘餘眾僧」「波
羅提木叉布薩法竟」）二紙二十
六行
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問自恣法三 （「優波離問佛」「自恣出界去無罪
自恣法竟」）三紙二行

問安居法四 （「問比丘有幾自誓若有五鉢」「安
居無所得人安居法竟」）二十二
行

不問皮革法 （闕五）
問藥法六 （「優波離問佛若以蘇油」「七日受

不答可受藥竟」）二紙十四行
問衣法七 （「問擯人應羯磨分衣不」「大比丘

等分衣法竟」）二十行
問上第五誦中
（八法）
初迦絺那法一

（「優波尼問佛無歳比丘」「名捨迦
絺那衣一法竟」）二紙二十六行

卷 54 問拘舍弥法二（「問若眾僧壞為二部」「比丘共和
合是拘舍法竟」）十七行

卷五十四
之四

卷 54 問瞻波法三 （「問睡眠比丘眾僧償」「若坐若立
得瞻法竟」）一紙八行

四般茶盧伽法
四
此比丘名與苦

（「優波離問比丘諸比丘作滅切白
病法一也」「出罪不答得　盧伽
竟」）一紙八行

卷 55 闕本 卷 55 問順行法五 （「優波離問佛頗有比丘即」「與學
沙弥法　順行竟」）二紙一行

問遮法六 （「優波離問佛頗得宿」「接四界得
名遮　遮法竟」）一紙二十行

問臥具法七 （「優波離問佛如佛所説」「作事今
代作臥具竟」）二十二行

問滅諍法八 （「優波離問佛頗以一多」「答不名
破僧滅諍竟」）七行

問雜事初
（此下兼第十誦
中四卷、並属
雜事也）

（「優波離問佛如佛所説」「説欲是
遮道」）十三紙二十一行

第十誦
（此有四
卷）3

卷五十五
之一

卷 55 卷 55 卷 56 闕本 卷 56 （「佛在王舍城語諸比丘十種」「是
名衣法十受戒竟」）十四紙五行

自恣布薩欲及
雜

（「自恣法者安居比丘應一處」「亦
應善知　法部竟」）九紙七行

卷五十六
之二

卷 56 羯磨治儐及行
法

（「二法者儐比丘云何行」「相違是
名非法　行法竟」）十六紙八行

卷 56 卷 57 闕本 卷 57 ※【江南系統本】は「僧上座
法者」から始まる。

二種毗尼及雜（「三事決定知比丘相一本起」「本
未巳應用　二犯等竟」）三紙五
行

四波羅夷初戒（「佛在毗舍離尒時須提那」「初波
羅夷竟」）七紙二十行

盜戒 （「佛在王舍城因達尼迦比丘」「同
死比丘餘物分」）一紙三行

卷五十七
之三

卷 57 卷 57 卷 58 卷 58 卷 58 盜戒餘 （「諸比丘自相語言共作賊」「云於
肉断望故　盜戒竟」）二十三紙
二十一行

卷五十八
之四

卷 58 卷 58 殺戒卷 （「佛在婆耆國婆求沫河邊」「石下
石下　煞戒竟」）十紙十五行

卷 59 闕本 卷 59 ※【開宝蔵系統本】は「有父
子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍
衛國」から始まる

大妄戒
略問僧殘不定
捨墮單提悔過
（此五問）

（「佛在毗耶離婆求沫河邊」「想説
無罪　妄戒竟」）十一紙六行
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篇略
（不問眾學七滅
諍也）

（「佛在舍衛國因迦留陁夷」）八紙
八行

毗尼序
（三卷）
五百七
百集法
藏等四
品

卷五十九 卷 59 卷 59 卷 60 闕本 卷 60 五百比丘集滅
善法品第一

（之「佛婆伽婆在拘尸城五百比
丘」「集法品竟」）十三紙十五行

七百比丘集滅
惡法品第二

（「佛般涅槃後一百一十歳」「在此
門下立」）九紙十四行

卷六十之
二

卷 60 卷 60 闕本 卷 61 七百［比丘集
滅惡法品第
二］餘

（「長老級闍蘇弥羅來」「七百比丘
滅惡法品竟」）八紙二十五行

毗尼中雜品第
三

（「佛在舍婆提城有比丘」「若噉得
突吉羅罪」）十五紙二十一行

卷六十一 卷 61 卷 61 雜餘
（云亦「因緣品
第四」）

（「佛在迦羅國諸貴」「現比丘應
分」毗尼序三卷竟）二十七紙十
七行

1　『十誦律』巻三十一に、「丹本云『八法中苦切羯磨法第四之初』」（CBETA, T23, no.1435, p.221, a18-19）と言う高
麗再雕蔵本の異本注記が見える。

2　『十誦律』卷三十三に、「丹本云『八法中順行法第五』」（CBETA, T23 no.1435, p.236, c15）と言う高麗再雕蔵本の
異本注記が見える。

3　原文に「此名善誦卑摩羅娃、後改善誦為毗尼誦、故二名存焉、亦善部。十種得戒」とある。
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